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令和８年４月長浜市教育委員会定例会 議事日程 
 
令和８年４月２２日（水）午後２時３０分～ 

長浜市役所５階 教育委員会室 
 

１．開 会 
 
２．議 事 

日程第１ 会議録署名委員指名 
 

日程第２ 会議録の承認 
３月定例会 

 
日程第３ 教育長の報告 

 
日程第４ 議案審議 
議案第１８号 長浜市立学校施設の簡易型ESCO事業による照明設備LED化委託業務 

プロポーザル選定委員会設置規程の制定について 
議案第１９号 令和8年度学校運営協議会委員の任命について 
議案第２０号 令和8年度長浜市地域学校協働活動推進員の委嘱について 
議案第２１号 長浜市社会教育委員の委嘱について 
議案第２２号 長浜市図書館協議会委員の委嘱又は任命について 
 

日程第５ 協議・報告事項 
    協議・報告① 長浜市保育士等宿舎居住支援事業補助金交付要綱の一部改正について 

協議・報告② 長浜市保育士等奨学金返還支援金交付要綱の一部改正について 
協議・報告③ 長浜市保育士等修学資金貸付条例施行規則の制定について 
協議・報告④ 長浜市保育士等修学資金貸付者の選考に関する基準要綱の制定に 

ついて 
協議・報告⑤ 長浜市民間認可保育所及び認定こども園物価高騰対策事業補助金 

（エネルギー価格高騰分）交付要綱の一部改正について 
協議・報告⑥ 長浜市民間認可保育所及び認定こども園物価高騰対策事業補助金 

（給食材料費高騰分）交付要綱の一部改正について 
協議・報告⑦ 長浜市立保育所等延長保育事業実施要綱の一部改正について 

協議・報告⑧ 長浜市保育所規則の一部改正について 
協議・報告⑨ 長浜市民間認可保育所及び認定こども園運営補助金交付要綱の一部 

改正について 
協議・報告⑩ 長浜市特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則の制定について 
協議・報告⑪ 長浜市特定乳児等通園支援事業者の告示について 
協議・報告⑫ 長浜市立認定こども園乳児等通園支援事業実施要綱の制定について 
協議・報告⑬ 特定教育・保育施設の利用定員の変更について 

 
日程第６ その他 

 
３．閉 会 

令和８年５月教育委員会定例会 令和８年５月２０日（水）午後２時３０分～ 
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条例・教育委員会規則等の制定・改廃に関する概要説明書 

 

担  当：教育総務課 

議案番号：第１８号 

件  名：長浜市立学校施設の簡易型 ESCO 事業による照明設備 LED 化委託業務プロ

ポーザル選定委員会設置規程の制定について 

 

第１ 提出理由 

長浜市立学校施設の簡易型 ESCO 事業による照明設備 LED 化委託業務を実施するに

あたり、プロポーザル方式により、当該業務の履行に最も適した事業者の候補者を、

厳正かつ公正に選定するため、長浜市立学校施設の簡易型 ESCO 事業による照明設備

LED 化委託業務プロポーザル選定委員会の設置、運営その他必要な事項について定

めるため。 

 

第２ 要点 

 １ 所掌事務 

  (1)実施要領、評価基準、仕様書等に関すること。 

(2)【公募型】企画・技術提案書を求める者の資格要件に関すること。 

(3)企画・技術提案書等の審査及びヒアリングに関すること。 

(4)企画・技術提案書の評価及び候補者の選定に関すること。 

(5)その他委員長が必要と認めること。 

 

２ 委員構成 

(1)教育委員会事務局次長 

(2)教育指導課長 

(3)建築課兼教育総務課担当課長 

(4)総務課長 

(5)環境保全課長 

 

第３ 施行期日 

  この規程は、令和８年４月２２日から施行する。 
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議案第１８号 

 

   長浜市立学校施設の簡易型 ESCO 事業による照明設備 LED 化委託業務プロポーザル

選定委員会設置規程の制定について 

 

長浜市立学校施設の簡易型 ESCO 事業による照明設備 LED 化委託業務プロポーザル選定

委員会設置規程を次のように制定することについて、教育委員会の議決を求める。 

 

 

令和８年４月２２日提出 

 

 

長浜市教育委員会 教育長 織田 恭淳   

 

 

長浜市立学校施設の簡易型 ESCO事業による照明設備 LED化委託業務プロポー 

ザル選定委員会設置規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、長浜市立学校施設の簡易型 ESCO 事業による照明設備 LED 化委託業

務を実施するにあたり、プロポーザル方式により、当該業務の履行に最も適した事業者

の候補者を、厳正かつ公正に選定するため、長浜市立学校施設の簡易型 ESCO 事業によ

る照明設備 LED化委託業務プロポーザル選定委員会（以下「委員会」という。）の設置、

運営その他必要な事項について定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、「プロポーザル方式」とは、委託する業務の性質又は目的が

価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、実績、専門性、技術力、

企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な者を選定するため、一定

の条件を満たす者から企画・技術提案書の提出を受け、当該委託業務の履行に最も適し

た事業者の候補者（以下「候補者」という。）を選定する方式をいう。 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 実施要領、評価基準、仕様書等に関すること。 

(2) 【公募型】企画・技術提案書を求める者の資格要件に関すること。 

(3) 企画・技術提案書等の審査及びヒアリングに関すること。 

(4) 企画・技術提案書の評価及び候補者の選定に関すること。 

(5) その他委員長が必要と認めること。 

（組織） 

第４条 委員会は、委員５人をもって組織する。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 

(1) 教育委員会事務局次長 
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(2) 教育指導課長 

(3) 建築課兼教育総務課担当課長 

(4) 総務課長 

(5) 環境保全課長 

３ 委員の任期は、任命の日から実施業務の契約の締結の日までとする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する

委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。ただし、委員長

が選出されていないときは、委員会の招集は教育委員会事務局教育総務課長が行う。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その

意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

（委員の除斥） 

第８条 委員は、プロポーザル方式により選定を受けようとする事業者と利害関係を有す

る場合は、議事に加わることができない。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

附 則 

この規程は、令和８年４月２２日から施行する。 
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議案第１９号 

 

   学校運営協議会委員の任命について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 47条の５第２

項及び長浜市立学校等における学校運営協議会の設置等に関する規則（平成 23年長浜市教

育委員会規則第２号）第６条の規定に基づき、次のとおり学校運営協議会委員を任命する

ことについて、教育委員会の議決を求める。 

 

 

令和８年４月２２日提出 

 

長浜市教育委員会 教育長 織田 恭淳   

 

 

  任命（案） 別紙のとおり 

 

  委員の任期は、令和８年４月２２日から令和９年３月３１日までとする。 
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令和8年度　学校運営協議会委員名簿　一覧表　（№1)            令和8年４月２２日～令和9年３月３１日

番号 学校名 人数 区分 氏名 新規 番号 学校名 人数 区分 氏名 新規
長浜市立西中学校 地域住民 鈴木　厚志 長浜市立西浅井中学校 地域住民 田中　将義
長浜市立西中学校 地域住民 下司　貴之 長浜市立西浅井中学校 地域住民 杉林　潤一郎
長浜市立西中学校 地域住民 森　まゆみ 長浜市立西浅井中学校 保護者 大谷　耕平
長浜市立西中学校 地域住民 西村　俊一 長浜市立西浅井中学校 保護者 中原　善幸
長浜市立西中学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 田中　猛士 長浜市立西浅井中学校 地域住民 雨森　茂昭
長浜市立西中学校 地域住民 池田　明夫 長浜市立西浅井中学校 地域住民 矢橋　禎祝
長浜市立西中学校 地域住民 杉本　義明 長浜市立西浅井中学校 地域住民 寺下　光枝
長浜市立西中学校 保護者 伊賀並　崇敏 〇 長浜市立西浅井中学校 保護者 川西　康二 〇
長浜市立西中学校 保護者 覀濱　歩美 〇 長浜市立西浅井中学校 地域住民 西村　克江 〇

長浜市立北中学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 徳田　清孝 長浜市立長浜小学校 地域住民 鈴木　厚志
長浜市立北中学校 地域住民 國友　直子 〇 長浜市立長浜小学校 地域住民 佐藤　泉
長浜市立北中学校 地域住民 川北 克彦 長浜市立長浜小学校 地域住民 杉本　義明
長浜市立北中学校 地域住民 林　 章浩 長浜市立長浜小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 堀江　一敏 〇
長浜市立北中学校 地域住民 廣部  重嗣 長浜市立長浜小学校 保護者 水谷　素子 〇
長浜市立北中学校 地域住民 蒲生 純子 長浜市立長浜小学校 地域住民 大島　茉実 〇
長浜市立北中学校 地域住民 廣田 由美 長浜市立長浜小学校 保護者 國友　建治
長浜市立北中学校 地域住民 浅山 禎信 長浜市立長浜小学校 保護者 家倉　敬和 〇
長浜市立北中学校 保護者 渡邉　富三郎 〇 長浜市立長浜小学校 保護者 大神　卓也 〇

長浜市立東中学校 地域住民 伏木　利行 長浜市立長浜北小学校 保護者 中原　幸嗣
長浜市立東中学校 保護者 佐分利　功一 長浜市立長浜北小学校 地域住民 山田　篤徳
長浜市立東中学校 保護者 勅使河原　剛 長浜市立長浜北小学校 地域住民 川瀬　智隆
長浜市立東中学校 地域住民 加納　美鈴 長浜市立長浜北小学校 地域住民 𠮷井　大祐
長浜市立東中学校 地域住民 岩﨑　俊男 長浜市立長浜北小学校 地域住民 大塚　誠嚴
長浜市立東中学校 地域住民 森　久子 長浜市立長浜北小学校 地域住民 藤田　浩二
長浜市立東中学校 保護者 小川　敦 〇 長浜市立長浜北小学校 保護者 松村　智洋 〇
長浜市立東中学校 保護者 川﨑　順子 〇 長浜市立長浜北小学校 地域住民 藤田　広美

長浜市立長浜北小学校 地域住民 渡辺　博己
長浜市立長浜北小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 中村　ルリ子 〇

長浜市立南中学校 地域住民 池野　則男 長浜市立神照小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 橘　憲照
長浜市立南中学校 地域住民 山岡　陽子 長浜市立神照小学校 保護者 中村　明博
長浜市立南中学校 地域住民 柴田　善成 長浜市立神照小学校 地域住民 川島　典子
長浜市立南中学校 地域住民 佐藤　明子 長浜市立神照小学校 地域住民 飯田　善則
長浜市立南中学校 地域住民 田附　宗一 長浜市立神照小学校 地域住民 大谷　隆
長浜市立南中学校 保護者 川北　勉 〇 長浜市立神照小学校 地域住民 前川　 雅昭 〇

長浜市立神照小学校 保護者 森川　博行 〇
長浜市立神照小学校 保護者 西村　小有里
長浜市立神照小学校 保護者 寺嶋　梨沙
長浜市立神照小学校 地域住民 中村　亜紀 〇

長浜市立浅井中学校 地域住民 川添 　義夫 長浜市立南郷里小学校 保護者 前田　鉄也
長浜市立浅井中学校 地域住民 山田　清仁 長浜市立南郷里小学校 地域住民 加納　源生 〇
長浜市立浅井中学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 西橋　志奈子 長浜市立南郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 川﨑　景一
長浜市立浅井中学校 地域住民 堤　ひとみ 長浜市立南郷里小学校 地域住民 中井　真知子 〇
長浜市立浅井中学校 地域住民 清水　和美 長浜市立南郷里小学校 地域住民 前田　優子 〇
長浜市立浅井中学校 地域住民 冨士野　秀峰 長浜市立南郷里小学校 保護者 中井　ゆかり 〇
長浜市立浅井中学校 保護者 木下　和彦 長浜市立南郷里小学校 地域住民 杉山　茂樹

長浜市立びわ中学校 地域住民 杉中　美智男 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 林　　貞雄
長浜市立びわ中学校 地域住民 川瀬　利弥 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 曽我　景年
長浜市立びわ中学校 地域住民 馬淵　泰 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 田中　盛雄 〇
長浜市立びわ中学校 地域住民 中川　嘉隆 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 川﨑　聖
長浜市立びわ中学校 地域住民 川邉　義隆 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 中島　恵子
長浜市立びわ中学校 地域住民 金山　文博 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 森　久子
長浜市立びわ中学校 保護者 藪中　恵 〇 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 中嶋　香織 〇
長浜市立びわ中学校 保護者 寺田　建次 〇

長浜市立湖北中学校 地域住民 中島　紳一 長浜市立長浜南小学校 地域住民 芳井　悦雄
長浜市立湖北中学校 地域住民 北村　正人 長浜市立長浜南小学校 地域住民 中川　隆子
長浜市立湖北中学校 地域住民 馬場　善信 長浜市立長浜南小学校 地域住民 梅本　佳子
長浜市立湖北中学校 地域住民 植田　潤 長浜市立長浜南小学校 地域住民 清水　宏昭
長浜市立湖北中学校 地域住民 中村　由仁 〇 長浜市立長浜南小学校 地域住民 常木　　聡
長浜市立湖北中学校 地域住民 伊吹　明子 長浜市立長浜南小学校 地域住民 谷田　一代
長浜市立湖北中学校 地域住民 八田　忠士 〇 長浜市立長浜南小学校 地域住民 堀内　久和
長浜市立湖北中学校 地域住民 脇坂　亮 長浜市立長浜南小学校 保護者 丸本　聡美

長浜市立長浜南小学校 保護者 澤居　真理子 〇
長浜市立長浜南小学校 地域住民 中川　浩一 〇

長浜市立高月中学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 野村　幸弘 長浜市立湯田小学校 地域住民 木原　邦彦
長浜市立高月中学校 地域住民 中谷　正弘 長浜市立湯田小学校 地域住民 近藤　八栄子
長浜市立高月中学校 地域住民 阿閉　　善成 長浜市立湯田小学校 保護者 杉本　芳枝
長浜市立高月中学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 水上　　定芳 長浜市立湯田小学校 地域住民 近藤　百合子
長浜市立高月中学校 地域住民 小森　義道 長浜市立湯田小学校 地域住民 江菅　裕子
長浜市立高月中学校 保護者 町本　高章 長浜市立湯田小学校 地域住民 小西　善生 〇
長浜市立高月中学校 保護者 山岡　伸次 〇
長浜市立高月中学校 保護者 高橋　義弘

長浜市立高月中学校 保護者 赤井　美穂 〇
長浜市立高月中学校 保護者 吉原　章子

長浜市立木之本中学校 地域住民 木口　峰明 長浜市立田根小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 中嶋　利明
長浜市立木之本中学校 地域住民 早川　紀久子 長浜市立田根小学校 地域住民 岩崎　賢
長浜市立木之本中学校 地域住民 岩根　健治 長浜市立田根小学校 地域住民 矢守　昭男
長浜市立木之本中学校 地域住民 原　智子 長浜市立田根小学校 地域住民 中居　和平
長浜市立木之本中学校 地域住民 武田　真紀子 長浜市立田根小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 三上　保彦
長浜市立木之本中学校 地域住民 竹本　信一 長浜市立田根小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 髙田　美智男
長浜市立木之本中学校 地域住民 白髭　昭子 長浜市立田根小学校 地域住民 押谷　浩之
長浜市立木之本中学校 地域住民 杉本　幸久 〇 長浜市立田根小学校 地域住民 矢守　千恵子

長浜市立田根小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 佐治　佐恵子 〇
長浜市立田根小学校 保護者 千田　耕司 〇

3 10

4 7

5 7

10 9

1 9

2 10

4 6

5 7

6 8

1 9

2 9

3 8

8 10

6 10

8 10 7 6

7 8

9 8
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令和８年度　学校運営協議会委員名簿　一覧表　（№2)            令和８年４月２２日～令和９年３月３１日

番号 学校名 人数 区分 氏名 新規 番号 学校名 人数 区分 氏名 新規
長浜市立浅井小学校 地域住民 松井　善和 長浜市立古保利小学校 地域住民 弓削　二三男
長浜市立浅井小学校 地域住民 青井  洋子 長浜市立古保利小学校 地域住民 平川　弥一郎
長浜市立浅井小学校 保護者 山田　健弘 〇 長浜市立古保利小学校 地域住民 大音　俊文
長浜市立浅井小学校 地域住民 川口　治郎 長浜市立古保利小学校 地域住民 細江　久年
長浜市立浅井小学校 保護者 清水　悠 長浜市立古保利小学校 地域住民 町本　真紀子
長浜市立浅井小学校 地域住民 北川　台蔵 〇 長浜市立古保利小学校 地域住民 前田　久男 〇
長浜市立浅井小学校 地域住民 山口　誠 長浜市立古保利小学校 地域住民 嶋田　静子 〇
長浜市立浅井小学校 地域住民 山田　正博 長浜市立古保利小学校 保護者 北川　のど佳 〇
長浜市立浅井小学校 地域住民 山田　昌宏 長浜市立古保利小学校 保護者 前田　久美子 〇
長浜市立浅井小学校 地域住民 西川　久代
長浜市立びわ南小学校 地域住民 川瀬　晃 長浜市立七郷小学校 地域住民 片山　源之
長浜市立びわ南小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 中川　有紀 長浜市立七郷小学校 地域住民 笠原　仁之
長浜市立びわ南小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 室　博之 長浜市立七郷小学校 地域住民 野瀬　謙治
長浜市立びわ南小学校 地域住民 西岡　孝 長浜市立七郷小学校 保護者 野田　光晴
長浜市立びわ南小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 森川　裕子 長浜市立七郷小学校 保護者 宮澤　恒輝
長浜市立びわ南小学校 地域住民 前川　公美 長浜市立七郷小学校 保護者 小野　和則 〇
長浜市立びわ南小学校 保護者 森　幸太郎 〇 長浜市立七郷小学校 地域住民 吉内　雅子
長浜市立びわ南小学校 保護者 中川　雅登 〇 長浜市立七郷小学校 保護者 布施　直亮 〇
長浜市立びわ南小学校 保護者 中川　宏 〇

長浜市立びわ北小学校 地域住民 柏本 辰雄 長浜市立高時小学校 地域住民 池田　金夫
長浜市立びわ北小学校 地域住民 藤澤　俊之 長浜市立高時小学校 地域住民 大山　考一
長浜市立びわ北小学校 地域住民 杉中　美智男 長浜市立高時小学校 地域住民 熊井　時男
長浜市立びわ北小学校 地域住民 藤本　永照 長浜市立高時小学校 地域住民 𠮷田　源市
長浜市立びわ北小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 阿部　秀彦 長浜市立高時小学校 地域住民 奥村　宏明
長浜市立びわ北小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 竹内　和生 長浜市立高時小学校 地域住民 山内　昌達
長浜市立びわ北小学校 地域住民 森岡　政人 長浜市立高時小学校 地域住民 髙橋　裕二
長浜市立びわ北小学校 地域住民 沓水　文太郎 長浜市立高時小学校 保護者 谷口　智士 〇
長浜市立びわ北小学校 地域住民 中辻　弘子 長浜市立高時小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 林　たづ子
長浜市立びわ北小学校 地域住民 上坂　佳世 〇
長浜市立小谷小学校 地域住民 富永　　進也 長浜市立木之本小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 梅本　信幸
長浜市立小谷小学校 地域住民 柴山　　靖子 長浜市立木之本小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 山表　春代
長浜市立小谷小学校 地域住民 小畑　とし子 長浜市立木之本小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 速水　美和
長浜市立小谷小学校 地域住民 丁野　真美 長浜市立木之本小学校 地域住民 三國　隆司
長浜市立小谷小学校 地域住民 中島 　庄衛 〇 長浜市立木之本小学校 保護者 居川　功二 〇
長浜市立小谷小学校 地域住民 木下　善彦 長浜市立木之本小学校 地域住民 奥野　義明
長浜市立小谷小学校 保護者 岩田　朋裕 〇 長浜市立木之本小学校 地域住民 藤田　喜代隆 〇
長浜市立小谷小学校 地域住民 脇坂　博之 長浜市立木之本小学校 地域住民 岩根　邦之　 〇

長浜市立木之本小学校 地域住民 二宮　保
長浜市立木之本小学校 地域住民 佃　豊春

長浜市立速水小学校 地域住民 伊藤　武夫 長浜市立西浅井小学校 保護者 向井　真人 〇
長浜市立速水小学校 地域住民 久保田　陽子 長浜市立西浅井小学校 地域住民 石田　孝男 〇
長浜市立速水小学校 地域住民 中澤　正和 長浜市立西浅井小学校 地域住民 横井　隆広 〇
長浜市立速水小学校 地域住民 中村　智子 長浜市立西浅井小学校 地域住民 野坂　美代子 〇
長浜市立速水小学校 地域住民 松居　哉 長浜市立西浅井小学校 地域住民 磯井　義人 〇
長浜市立速水小学校 地域住民 是洞　知紀 長浜市立西浅井小学校 地域住民 赤坂　晴子 〇
長浜市立速水小学校 地域住民 具島　　遣 長浜市立西浅井小学校 地域住民 葛城　慎也 〇
長浜市立速水小学校 保護者 中川　崇 長浜市立西浅井小学校 保護者 桑原　大輔 〇
長浜市立速水小学校 保護者 脇坂　信助 〇

長浜市立朝日小学校 地域住民 竹本  久隆 長浜市立虎姫学園 地域住民 藤本　良美
長浜市立朝日小学校 地域住民 竹本  直隆 長浜市立虎姫学園 地域住民 吉田　道明
長浜市立朝日小学校 地域住民 山﨑　歩 長浜市立虎姫学園 対象学校の運営に資する活動を行う者 北辺　禎雄
長浜市立朝日小学校 地域住民 森　豊児 長浜市立虎姫学園 地域住民 角川　雅敏
長浜市立朝日小学校 地域住民 松田  幸夫 長浜市立虎姫学園 地域住民 川合　和子
長浜市立朝日小学校 地域住民 石原　竜彦 長浜市立虎姫学園 対象学校の運営に資する活動を行う者 中川　治代
長浜市立朝日小学校 地域住民 藤田　浩行 〇 長浜市立虎姫学園 地域住民 饗場　理佳
長浜市立朝日小学校 保護者 木元　耕平 長浜市立虎姫学園 地域住民 河村　好子
長浜市立朝日小学校 保護者 岩根　隆宏 〇 長浜市立虎姫学園 地域住民 尚永　浩明
長浜市立朝日小学校 保護者 豊畑　恵理子 〇
長浜市立富永小学校 地域住民 岡島　義孝 長浜市立余呉小中学校 地域住民 城楽　　直
長浜市立富永小学校 地域住民 吉田　朋子 長浜市立余呉小中学校 地域住民 筑田　利美
長浜市立富永小学校 地域住民 井口　幸恵 長浜市立余呉小中学校 地域住民 織田　しげみ
長浜市立富永小学校 地域住民 宮﨑　将利 長浜市立余呉小中学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 小山　武士
長浜市立富永小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 平井　敏孝 長浜市立余呉小中学校 地域住民 唐子　恵子
長浜市立富永小学校 保護者 中村　和人 〇 長浜市立余呉小中学校 地域住民 三國　晃
長浜市立富永小学校 保護者 髙村　知佳 〇 長浜市立余呉小中学校 地域住民 桐畑　芳郎 〇
長浜市立富永小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 荒木　哲也 〇 長浜市立余呉小中学校 保護者 松浦　正敬

長浜市立余呉小中学校 保護者 平家　大裕 〇

長浜市立高月小学校 地域住民 藤森　了堅
長浜市立高月小学校 地域住民 水谷　清一郎 合計人数 285
長浜市立高月小学校 地域住民 中村　育美 新規人数 74
長浜市立高月小学校 地域住民 松田　忠次郎
長浜市立高月小学校 地域住民 藤井　廣司
長浜市立高月小学校 保護者 筧　嘉浩
長浜市立高月小学校 保護者 山岡　伸次 〇
長浜市立高月小学校 保護者 田中　宏幸 〇

72 17 62 20
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 議案第２０号 

 

   長浜市地域学校協働活動推進員の委嘱について 

 

社会教育法（昭和 24年法律第 207号）第９条の７第１項並びに長浜市地域学校協働活動

推進員設置要綱（令和６年５月 21日教育委員会告示第９号）第５条の規定に基づき、次の

とおり長浜市地域学校協働活動推進員を委嘱することについて、教育委員会の議決を求め

る。 

 

 

令和８年４月２２日提出 

 

長浜市教育委員会 教育長 織田 恭淳   

 

 

 委嘱 

 学校名 氏名 着任歴 

１ 長浜市立南郷里小学校 杉山 茂樹 新規 

２ 長浜市立北郷里小学校 曽我 景年 継続 

３ 長浜市立湯田小学校 江菅 裕子 継続 

４ 長浜市立浅井中学校 西橋 志奈子 継続 

５ 長浜市立田根小学校 三上 保彦 継続 

６ 長浜市立びわ南小学校 中川 有紀 継続 

７ 長浜市立びわ北小学校 中辻 弘子 新規 

８ 長浜市立小谷小学校 柴山 靖子 継続 

９ 長浜市立富永小学校 岡島 義孝 新規 

10 長浜市立高月小学校 田中 宏幸 新規 

11 長浜市立古保利小学校 弓削 二三男 新規 

12 長浜市立七郷小学校 野瀬 謙治 新規 

13 長浜市立高月中学校 山岡 伸次 新規 

14 長浜市立高時小学校 林 たづ子 継続 

15 長浜市立木之本中学校 杉本 幸久 新規 

16 長浜市立余呉小中学校 織田 しげみ 継続 

 任期は、令和８年４月２２日から令和９年３月３１日までとする。 
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議案第２１号 

 

長浜市社会教育委員の委嘱について 

 

社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号）第１５条並びに長浜市社会教育委員設置に関す

る条例（平成 18 年長浜市条例第 187 号）第２条の規定に基づき、次のとおり長浜市社会

教育委員を委嘱することについて、教育委員会の議決を求める。 

 

 

令和８年４月２２日提出 

 

長浜市教育委員会 教育長 織田 恭淳   

 

 

委嘱 

所属 氏名 備考 着任歴 

学校教育関係者 

（小中学校代表） 
岩田 太 浅井小学校 校長 新任 

 任期は、令和８年５月１日から令和１０年４月３０日までとする。 
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小中学校代表（1名）変更案

(敬称略)

区分 氏　　名 備　　　考 着任歴

1 学識経験者 神部
か ん べ

　純一
じゅんいち

滋賀大学教育学部教授 ４期

2 学識経験者 原　未来
はら　　　　　　みき

滋賀県立大学人間文化学部准教授 新任

3 家庭教育関係者 森川
も り か わ

　裕子
ゆ う こ 学校運営協議会委員（びわ南小学校）

びわ地区青少年育成会委員
６期

4 家庭教育関係者 川瀬
か わ せ

　寛子
ひ ろ こ

長浜市青少年問題協議会委員 ４期

5 家庭教育関係者 中村
なかむら

　亜紀
あ　　　き 読み聞かせボランティア「すずめの学

校」
新任

6 社会教育関係者 小谷 さやか
　おだに 　　　　　　 長浜市吹奏楽クラブ指導者

市内県立高校吹奏楽部外部講師
新任

7 社会教育関係者 磯﨑
い そ ざ き

　真一
し ん い ち

NPO法人はまかる代表
長浜文化芸術ユース会議サポートメン
バー

４期

8 社会教育関係者 大谷
おおたに

　隆
たかし

元長浜市生涯学習推進協議会座長 ３期

9 社会教育関係者 鈴木
す ず き

　一平
い っ ぺ い 長浜曳山祭伝承委員会委員長

囃子保存会理事
３期

10 社会教育関係者 清水
し み ず

　峯生
み ね お

浅井湯田地域づくり協議会会長 ３期

11 社会教育関係者 横田
よ こ た

　のぞみ
公益社団法人日本３Ｂ体操協会指導者
とらひめ認定こども園学校運営協議会

３期

12 社会教育関係者 川瀬 元気
　かわせ　　　　　げんき 長浜市スポーツ少年団常任委員

長浜市スポーツ推進計画委員
新任

13 学校教育関係者 北辺
　きたべ

　禎
てい

雄
ゆう 滋賀県コミュニティ・スクール(CS)アド

バイザー
２期

14
学校教育関係者
（今回上程） 岩田

   いわた

　太
ふとし

長浜市立浅井小学校  校長 新任

任期：令和８年４月１日～令和１０年３月３１日（２年）

※ただし、小・中学校代表の任期は、令和８年５月１日から～令和１０年４月３０日で、

　新年度の校長会で決定する。

令和８・９年度長浜市社会教育委員（案）
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議案第２２号 

 

長浜市図書館協議会委員の委嘱又は任命について 

 

 図書館法（昭和 25年法律第 118号）第１５条及び長浜市立図書館条例（平成 18年条例

第 189号）第１０条の規定に基づき、次のとおり長浜市図書館協議会委員を委嘱又は任命

することについて、教育委員会の議決を求める。 

 

 

令和８年４月２２日提出 

 

 

長浜市教育委員会 教育長 織田 恭淳   

 

 

委嘱又は任命 

任期は、令和８年５月１日から令和１０年４月３０日までとする。 

 

区 分 氏 名 備  考 着任歴  

学校教育関

係者 
福永 かおる 

中学校長会代表 

 高月中学校 校長 
２期目 委嘱 

金澤 潔 
小学校長会代表 

 速水小学校 校長 
２期目 委嘱 

杉田 幸弥 
保・幼・認定こども園代表 

長浜西幼稚園 園長 
新任 任命 
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教育委員関係者（3名）
(敬称略)

区分 氏　　名 性別 備　　　考 着任歴

1 学識経験者 山本
やまもと

　昭和
あきかず 男 椙山女学園大学教授 2期目

2 学識経験者 小北
こきた

　晶男
あきお 男 元米原市立図書館長 3期目

3 学識経験者 井上
いのうえ

　勝
まさる 男 滋賀文教短期大学附属図書館長 2期目

4 社会教育関係者 鈴木
すずき

　茂
しげ

喜
よし 男 市社会福祉協議会地域福祉部長 2期目

5 社会教育関係者 山内
やまうち

　真紀
ま き 女 長浜市地域活力プランナー 3期目

6 家庭教育関係者 藤居
ふじい

　みよし 女 読み聞かせボランティア会員 4期目

7 家庭教育関係者 森
もり

　治美
はるみ 女 南郷里小読書ボランティア紙風船 会員 2期目

8
学校教育関係者
（今回上程） 福永

ふくなが

 かおる 女 中学校長会代表 高月中学校 校長 2期目

9
学校教育関係者
（今回上程） 金澤

かなざわ

　潔
きよし 男 小学校長会代表 速水小学校 校長 2期目

10
学校教育関係者
（今回上程） 杉田

すぎた

　幸
ゆき

弥
み 女

保・幼・認定こども園代表
長浜西幼稚園 園長

新任

任期：令和8年4月1日～令和10年3月31日（２年）

※学校教育関係者の任期は、令和8年5月1日～令和10年4月30日（2年）

令和8年度長浜市図書館協議会委員(案)
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長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市保育士等宿舎居住支援事業補助金交付要綱の一部改正について 

 

第１ 制定・改廃理由 

 令和８年度も引き続き補助金交付を実施するため、要綱の一部を改正するもの。 

 

 

第２ 要点 

 補助要件である勤務開始の日を、平成３０年１０月１日から令和９年４月１日までとす

る。（旧：令和８年４月１日まで） 

補助対象経費を、宿舎に居住を開始した日から４８か月を経過した日又は令和１０年３

月３１日（旧：令和９年３月３１日）のいずれか早い日までの居住に係る賃料等とする。 

 

 

第３ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行する。 

協議・報告①　幼児課
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( 1/1 ) 

長浜市保育士等宿舎居住支援事業補助金交付要綱の一部改正 

新旧対照表 

新 旧 

（補助対象者） （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者は、次のいずれかに該当する

者とする。 

第３条 補助金の交付の対象者は、次のいずれかに該当する

者とする。 

(１) 保育施設等を運営する法人等であって、次の要件を

全て満たすもの 

(１) 保育施設等を運営する法人等であって、次の要件を

全て満たすもの 

ア 借り上げた宿舎（市内に所在するものに限り、当該

法人等の役員又は職員が所有するものを除く。）に、

次の要件を全て満たす保育士等を居住させているこ

と。 

ア 借り上げた宿舎（市内に所在するものに限り、当該

法人等の役員又は職員が所有するものを除く。）に、

次の要件を全て満たす保育士等を居住させているこ

と。 

（ア） 当該法人等における勤務開始の日が、平成30

年10月１日から令和９年４月１日までの間の日であ

ること。 

（ア） 当該法人等における勤務開始の日が、平成30

年10月１日から令和８年４月１日までの間の日であ

ること。 

（イ）～（エ） （略） （イ）～（エ） （略） 

イ・ウ （略） イ・ウ （略） 

(２) 公立施設に勤務する保育士等であって、次の要件を

全て満たすもの 

(２) 公立施設に勤務する保育士等であって、次の要件を

全て満たすもの 

ア 当該公立施設における勤務開始の日が、平成30年10

月１日から令和９年４月１日までの間の日であるこ

と。 

ア 当該公立施設における勤務開始の日が、平成30年10

月１日から令和８年４月１日までの間の日であるこ

と。 

イ・ウ （略） 

 

イ・ウ （略） 

 

（対象経費） （対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」

という。）は、保育士等が入居する宿舎の借上げ等の賃料

及び共益費その他これに類する費用（以下「賃料等」とい

う。）であって、当該宿舎に居住を開始した日から、当該

居住を開始した日から48か月を経過した日又は令和10年３

月31日のいずれか早い日までの居住に係るものとする。 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」

という。）は、保育士等が入居する宿舎の借上げ等の賃料

及び共益費その他これに類する費用（以下「賃料等」とい

う。）であって、当該宿舎に居住を開始した日から、当該

居住を開始した日から48か月を経過した日又は令和９年３

月31日のいずれか早い日までの居住に係るものとする。 

２～５ （略） 

 

２～５ （略） 
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長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市保育士等奨学金返還支援金交付要綱の一部改正について 

 

第１ 制定・改廃理由 

 令和８年度も引き続き支援金交付を実施しつつ、新設の保育士等修学資金貸付制度との

併給を不可とするため、要綱の一部を改正するもの。 

 

 

第２ 要点 

 １ 支援金の受給要件を「令和９年４月１日までに市内の保育施設等に勤務することと

なったもの」に改め（旧：令和８年４月１日までに）、令和８年度中に採用内定を受

けた者を受給対象に加える。 

２ 支援金の受給要件に「長浜市保育士等修学資金貸付事業の貸付を受けていない者」

を加え、新設の当該制度との併給を不可とする。 

 

 

第３ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行する。 

協議・報告②　幼児課
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( 1/1 ) 

長浜市保育士等奨学金返還支援金交付要綱の一部改正 

新旧対照表 

新 旧 

（支援金の受給要件） （支援金の受給要件） 

第３条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号

のいずれにも該当する者とする。 

第３条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号

のいずれにも該当する者とする。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

(４) 平成29年度以前に市内の保育施設等への勤務実績が

ない者で、令和９年４月１日までに市内の保育施設等に

勤務することとなったもの 

(４) 平成29年度以前に市内の保育施設等への勤務実績が

ない者で、令和８年４月１日までに市内の保育施設等に

勤務することとなったもの 

(５) （略） (５) （略） 

(６) 長浜市保育士等修学資金貸付事業の貸付を受けてい

ない者 

 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

（告示の失効） （告示の失効） 

２ この要綱は、令和13年３月31日限り、その効力を失う。 ２ この要綱は、令和12年３月31日限り、その効力を失う。 
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長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市保育士等修学資金貸付条例施行規則の制定について 

 

第１ 制定・改廃理由 

 令和８年４月１日施行の長浜市保育士等修学資金貸付条例について、必要な手続きの細

目を定めるもの。 

 

 

第２ 要点 

 保育士等修学資金貸付制度の実施に必要な様式や手続きについて、条例の委任により定

める。 

 

 

第３ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行する。 

協議・報告③　幼児課
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長浜市保育士等修学資金貸付条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、長浜市保育士等修学資金貸付条例（令和８年長浜市条例第12号。以

下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（修学期間の計算） 

第３条 条例第５条に定める正規の修学期間の計算に当たり、次の各号に掲げる場合にお

ける取扱いは、当該各号に定めるところによる。 

(1) 借受人が休学した場合 指定保育士養成施設の修業年限に、休学した期間を加算し

た期間を正規の修学期間とする。 

(2) 借受人が停学処分を受けた場合 指定保育士養成施設の修業年限を正規の修学期間

とする。 

（貸付けの申請） 

第４条 条例第６条第１項の規定により修学資金の貸付けを受けようとする者は、市長が

別に定める日までに、長浜市保育士等修学資金貸付申請書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 住民票の写し 

(2) 在学する指定保育士養成施設の長が作成する推薦書（様式第２号） 

(3) 連帯保証人の印鑑証明書 

(4) 申請者の父母（父母がいない場合は、生計中心者）の収入状況が分かる書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（連帯保証人） 

第５条 条例第６条第１項に規定する連帯保証人は、成年で独立の生計を営むものとする。 

（貸付けの決定通知） 

第６条 条例第６条第２項の規定による通知は、長浜市保育士等修学資金貸付決定（却下）

通知書（様式第３号）によるものとする。 

（誓約書） 

第７条 修学資金を貸し付ける旨の通知を受けた者（以下「貸付決定者」という。）は、

速やかに誓約書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（貸付請求） 

第８条 貸付決定者は、長浜市保育士等修学資金貸付請求書（様式第５号）により、市長

に修学資金の貸付けを請求しなければならない。 

（届出の義務） 

第９条 借受人が修学資金の返還完了前に次の各号のいずれかに該当するときは、長浜市

保育士等修学資金借受人異動事項等届出書（様式第６号）により、市長に届け出なけれ

ばならない。 

(1) 氏名、住所その他の事項を変更したとき。 

(2) 休学し、復学し、留年し、退学し、又は停学の処分を受けたとき。 
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(3) 修学資金を必要としなくなったとき。 

(4) 勤務している保育所等から他の保育所等へ転職したとき。 

(5) 勤務している保育所等を休職等し、復職し、又は退職したとき。 

(6) 死亡したとき。 

(7) 連帯保証人の氏名、住所その他の事項について変更が生じたとき。 

２ 借受人は、修学資金を返還し、又は返還の免除が決定するまでの毎年３月３１日現在

の状況を、長浜市保育士等修学資金現況報告書（様式第７号）により、市長に届け出な

ければならない。 

３ 借受人が指定保育士養成施設を卒業し、保育所等に勤務したときは、長浜市保育士等

修学資金借受人卒業等報告書（様式第８号）により、市長に届け出なければならない。 

（連帯保証人の変更申請） 

第１０条 借受人が連帯保証人を変更（連帯保証人が死亡した場合を含む。）しようとす

るときは、長浜市保育士等修学資金連帯保証人変更申請書（様式第９号）に連帯保証人

の印鑑登録証明書を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決

定し、その旨を当該申請をした者に長浜市保育士等修学資金連帯保証人変更決定（却下）

通知書（様式第１０号）により通知するものとする。 

（貸付の決定の取消し等） 

第１１条 市長は、条例第７条第１項及び第２項の規定により貸付けの決定を取り消した

ときは、長浜市保育士等修学資金貸付決定取消通知書（様式第１１号）により通知する

ものとする。 

２ 市長は、条例第７条第２項の規定により修学資金の貸付けの決定を取り消す場合は、

貸付金額（第５条の規定により通知を受けた貸付金額をいう。）を１２で除した額に取

り消しする月数を乗じて得た額を、貸付金額から減額するものとする。 

（貸付の停止等） 

第１２条 市長が、条例第７条第２項の規定により修学資金の貸付けを取り消した場合に

おいて、貸付けを取り消した期間の修学資金が既に交付されているときは、当該修学資

金は、貸付けの取消事由の消滅した日の属する月の翌月以後の月の分として貸し付けら

れたものとみなす。 

２ 前項の規定により貸し付けられたものとみなされた修学資金が、貸付期間を超えて貸

し付けられた場合は、借受人は、当該貸付期間を超えて貸し付けられた部分について、

速やかに市長に返還しなければならない。 

（借用証書の提出） 

第１３条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、長浜市保育士等修学資金借用

証書（様式第１２号）を市長に提出しなければならない。 

(1) 修学資金の借受けが完了したとき。 

(2) 修学資金を必要としない理由が生じたとき。 

(3) 修学資金の貸付けが取り消されたとき。 

（返還計画書の提出等） 

第１４条 借受人は、条例第８条第１項の規定により修学資金の返還事由が生じたときは、
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速やかに長浜市保育士等修学資金返還計画書（様式第１３号）を市長に提出しなければ

ならない。 

（返還方法の変更） 

第１５条 借受人は、災害その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが著し

く困難であると市長が認めるときは、長浜市保育士等修学資金返還計画書の内容を変更

することができる。 

２ 前項の規定により変更をしようとする者は、長浜市保育士等修学資金返還計画変更申

請書（様式第１４号）により、市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決

定し、その旨を当該申請をした者に長浜市保育士等修学資金返還計画変更決定（却下）

通知書（様式第１５号）により通知するものとする。 

（返還猶予の申請等） 

第１６条 条例第９条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、長浜市

保育士等修学資金返還猶予申請書（様式第１６号）により、市長に申請しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、返還の猶予の可

否を決定し、その旨を当該申請をした者に対し長浜市保育士等修学資金返還猶予決定

（却下）通知書（様式第１７号）により通知するものとする。 

（返還免除の申請等） 

第１７条 条例第１０条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、長浜

市保育士等修学資金返還免除申請書（様式第１８号）により、市長に申請しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、返還の免除の可

否を決定し、その旨を当該申請をした者に対し長浜市保育士等修学資金（一部）返還免

除決定（却下）通知書（様式第１９号）により通知するものとする。 

（その他） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

長浜市保育士等修学資金貸付申請書 

 

年  月  日  

   長浜市長 あて 

申請者 住所               

氏名          印（※） 

※自署しない場合は、記名押印    

 長浜市保育士等修学資金の貸付を受けたいので、長浜市保育士等修学資金貸付条例施行

規則第４条の規定により、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

申
請
者 

氏  名 生年月日 

フリガナ 

 

電話番号 

（    ）    －     

在学する指定保育士養成施設 

施設名  
学部・ 

学科 
 

課程

名 
 

学年  
卒業予定 

年月日 
 

貸付を希望する期間及び金額 

期間  金額  

連
帯
保
証
人 

氏  名 生年月日 申請者との関係 

フリガナ 

印  
  

住  所 電話番号 職業 

   

勤務先 

名称  
電話 

番号 
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様式第２号（第４条関係） 

推薦書 

 

年  月  日  

   長浜市長 あて 

指定保育士養成施設 所在地                

施設名                

施設長名             印 

 下記の者は、長浜市保育士等修学資金の貸付けを受ける者として適当と認められますの

で、推薦します。 

 

氏  名  

入学年月日  卒業予定年月日  

生年月日  在学年  

備考 
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様式第３号（第６条関係） 

第     号  

年  月  日  

        様 

長浜市長         

 

長浜市保育士等修学資金貸付決定（却下）通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった長浜市保育士等修学資金貸付金について、下記の

とおり決定しましたので、長浜市保育士等修学資金貸付条例施行規則第６条の規定により、

通知します。 

記 

１ 貸し付けます。 

貸付金額 円        

貸付期間 年  月  日から    年  月  日まで 

 

２ 貸し付けません。 

理由 
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様式第４号（第７条関係） 

誓約書 

 

年  月  日  

   長浜市長 あて 

 

私は、借受人として、長浜市保育士等修学資金貸付条例及び長浜市保育士等修学資金貸

付条例施行規則を遵守するとともに、保育士資格を取得した後は、長浜市内に居住し、長

浜市内の保育所等に保育士等として勤務することを誓約します。 

なお、修学資金の返還の債務が生じたときは、返還期日までに返還します。 

 

借受人                 

住 所                

氏 名              印 
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様式第５号（第８条関係） 

長浜市保育士等修学資金貸付請求書 

 

年  月  日  

   長浜市長 あて 

貸付決定者 住所                 

氏名            印（※）  

※自署しない場合は、記名押印   

電話番号               

     年  月  日付け   第   号で貸付決定のあった長浜市保育士等修学

資金について、長浜市保育士等修学資金貸付条例施行規則第８条の規定により次のとおり

請求します。 

 

１ 請求期間      年  月 ～    年  月（  か月分） 

２ 請求金額       円 

３ 振込先口座 

金融機関名 

銀行 

組合 

農協 

金庫 

支店名 

店 

 

所 

口座種別 普通  当座  

口座番号 
       

右づめで記入 

口座名義人 

フリガナ 

 

※ 貸付決定者本人の口座を記入してください。 
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様式第６号（その１）（第９条関係） 

長浜市保育士等修学資金借受人異動事項等届出書（在学者用） 

 

年  月  日  

   長浜市長 あて 

住所                 

氏名           印（※）   

※自署しない場合は、記名押印  

電話番号               

長浜市保育士等修学資金を借用中のところ、異動等が生じたので、次のとおり届け出ま

す。また、連帯保証人は、次の異動等について承諾しています。 

該当事由を〇で囲ん

でください。 
変更内容・変更理由・変更年月日等 

１ 氏名 

 

２ 住所・電話番号 

（変更前） 

（変更後） 

３ 長浜市保育士等

修学資金を必要と

しなくなった理由 

 

４ 在学状況 

(1) 休学 (2) 停学  

（   年  月  日 から   年  月  日まで） 

(3) 留年 (4) 復学 (5) 退学 

(6) その他（         ） 

（事由発生日：   年  月  日） 

在学状況について、上記のとおり相違ないことを証明します。 

    年  月  日 

所在地             

指定保育士養成施設 施設名             

施設長名          印 

 
死亡年月日      年  月  日 

５ 死亡 
連帯 

保証人 
氏
名 

印 住
所 

 電
話
番
号 
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様式第６号（その２）（第９条関係） 

長浜市保育士等修学資金借受人異動事項等届出書（就業者等用） 

 

年  月  日  

   長浜市長 あて 

住所                 

氏名           印（※）   

※自署しない場合は、記名押印  

電話番号               

長浜市保育士等修学資金を借用中のところ、異動等が生じたので、次のとおり届け出ま

す。また、連帯保証人は、次の異動等について、承諾しています。 

該当事由を〇で囲ん

でください。 
変更内容・変更理由・変更年月日等 

１ 氏名 

 

２ 住所・電話番号 

（変更前） 

（変更後） 

３ 勤務先の変更 
（施設名） 

変更日 年  月  日 

４ 在職状況 

(1) 産前産後休暇 (2) 育児休業 (3) 病気休暇 

（   年  月  日 から   年  月  日まで） 

(4) 休職 (5) 復職 (6) 退職 (7) その他

（       ） 

（事由発生日：   年  月  日） 

在職状況等について、上記のとおり相違ないことを証明しま

す。 

    年  月  日 

所在地             

保育所等 施設名             

施設長名          印 

 
死亡年月日      年  月  日 

５ 死亡 
連帯 

保証人 
氏
名 

印 住
所 

 電
話
番
号 
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様式第６号（その３）（第９条関係） 

長浜市保育士等修学資金借受人異動事項等届出書（連帯保証人用） 

 

年  月  日  

   長浜市長 あて 

借受人 住所                 

氏名          印（※）    

電話番号               

連帯保証人 住所                 

氏名          印（※）    

電話番号               

 

※自署しない場合は、記名押印 

 

上記借受人の連帯保証人について、異動等が生じたので、次のとおり届け出ます。 

該当事由を〇で囲ん

でください。 
変更内容・変更理由・変更年月日等 

１ 氏名 

２ 住所・電話番号 

３ 印鑑（※） 

４ 借受人との関係 

５ 勤務先 

６ 勤務先電話番号 

 

（変更前） 

（変更後） 

（※）印鑑を変更した場合は、変更後の印鑑証明書を添付してください。 
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様式第７号（第９条関係） 

長浜市保育士等修学資金現況報告書 

 

年  月  日  

   長浜市長 あて 

借受人 住所                 

氏名           印（※）   

※自署しない場合は、記名押印  

電話番号               

次のとおり、    年  月  日現在の状況を報告します。 

現在の状況 

在学者 

１ 在学中 

２ 休学中 

３ 停学中 

４ その他（                 ） 

 

就業者 

１ 在職中 

２ 休職中 

３ 休暇中（ 産前産後 育児 病気 ） 

４ その他（                 ） 

 

備考 
 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

年  月  日 

指定保育士養成施設・保育所等 

所在地                    

施設名                    

施設長名               印   
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様式第８号（第９条関係） 

長浜市保育士等修学資金借受人卒業等報告書 

 

年  月  日  

   長浜市長 あて 

借受人 住所                 

氏名           印（※）   

※自署しない場合は、記名押印  

電話番号               

指定保育士養成施設を卒業しましたので、関係書類を添えて次のとおり報告します。 

項目 記入欄 

１ 卒業年月日 年   月   日 

２ 保育士登録 登録番号  

３ 卒業後の進路 

勤務先名称  

勤務先所在地  

勤務開始年月日 年   月   日 

備考  

上記の者について、上記３のとおり相違ないこと及び常勤の保育士等として勤務するも

のであることを証明します。 

年  月  日 

保育所等 

所在地                    

施設名                    

施設長名               印  
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様式第９号（第１０条関係） 

長浜市保育士等修学資金連帯保証人変更申請書 

 

年  月  日  

   長浜市長 あて 

借受人 住所                 

氏名           印（※）   

※自署しない場合は、記名押印  

電話番号               

 

連帯保証人を変更したいので、次のとおり申請します。 

変更前 

フリガナ  

氏  名  

変更後 

フリガナ  

氏  名 印 

生年月日 
 借受人 

との関係 

 

現住所  

電話番号 （    ）    ― 

職業  

勤務先 

名称  

電話番号  

添付書類  
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様式第１０号（第１０条関係） 

第     号  

年  月  日  

        様 

長浜市長         

 

長浜市保育士等修学資金連帯保証人変更決定（却下）通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった連帯保証人の変更について、下記のとおり決定し

ましたので、長浜市保育士等修学資金貸付条例施行規則第１０条第２項の規定により、通

知します。 

記 

１ 変更を決定します。 

変更後の 

連帯保証人 

住  所  

氏  名  

 

２ 変更を却下します。 

理由 
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様式第１１号（第１１条関係） 

第     号  

年  月  日  

        様 

長浜市長         

 

長浜市保育士等修学資金貸付決定取消通知書 

 

 下記のとおり長浜市保育士等修学資金貸付決定を取り消しましたので、長浜市保育士等

修学資金貸付条例施行規則第１１条第１項の規定により通知します。 

記 

貸付番号 第   号 

取消しの理由  

貸付決定を 

取り消した期間 
年  月から    年  月まで 

貸付決定を 

取り消した金額 
     円 

取消し後の 

貸付期間 
年  月から    年  月まで 

取消し後の 

貸付金額 
     円 
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様式第１２号（第１３条関係） 

長浜市保育士等修学資金借用証書 

 

年  月  日  

 長浜市長 あて 

 

貸付番号 第    号 

借用金額         円 

借用期間 年   月   日から   年   月   日まで 

利子 無利子 

返還期限日 年   月   日 

 

以上のとおり、修学資金を借り受けたことに相違ありません。 

ついては、長浜市保育士等修学資金貸付条例及び長浜市保育士等修学資金貸付条例施

行規則の規定に従い、返還いたします。 

 

年  月  日  

 

借受人              

住 所             

氏 名           印 

 

連帯保証人            

住 所             

氏 名           印 
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様式第１３号（第１４条関係） 

長浜市保育士等修学資金返還計画書 

 

年  月  日  

 長浜市長 あて 

 

借受人 住所              

氏名            印 

電話番号            

連帯保証人 住所              

氏名            印 

 

次のとおり、長浜市保育士等修学資金を返還します。 

借用金額         円 

借用期間 年  月  日から    年  月  日まで 

返還方法 一括払い ・半年賦（   回払い）・月賦（   回払い） 

返還期間 年  月  日から    年  月  日まで 
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様式第１４号（第１５条関係） 

長浜市保育士等修学資金返還計画変更申請書 

 

年  月  日  

 長浜市長 あて 

 

借受人 住所              

氏名            印 

電話番号            

連帯保証人 住所              

氏名            印 

 

災害その他やむを得ない事由により、提出済みの返還計画書のとおり返還することが困

難であるため、以下のとおり、長浜市保育士等修学資金返還計画の変更を申請します。 

借用金額         円 

返還方法 一括払い ・半年賦（   回払い）・月賦（   回払い） 

返還期間 年  月  日から    年  月  日まで 

変更を申請する 

具体的な理由 
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様式第１５号（第１５条関係） 

第     号  

年  月  日  

        様 

長浜市長         

 

長浜市保育士等修学資金返還計画変更決定（却下）通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった返還計画の変更について、下記のとおり決定しま

したので、長浜市保育士等修学資金貸付条例施行規則第１５条第３項の規定により、通知

します。 

記 

１ 返還計画の変更を決定します。 

借用金額         円 

返還方法  

１回あたりの 

返還金額 

            円 

（最終回：        円） 

返還期間 年  月  日から    年  月  日まで 

 

２ 返還計画の変更を却下します。 

理由 
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様式第１６号（第１６条関係） 

長浜市保育士等修学資金返還猶予申請書 

 

年  月  日  

   長浜市長 あて 

借受人 住所                 

氏名             印   

電話番号               

連帯保証人 住所                 

氏名             印   

 

長浜市保育士等修学資金の返還の猶予を受けたいので、長浜市保育士等修学資金貸付条

例施行規則第１６条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

貸付番号 第   号 

借用金額          円 

返還済額          円 

返還猶予希望期間 年  月  日から    年  月  日まで 

返還猶予事由  
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様式第１７号（第１６条関係） 

第     号  

年  月  日  

        様 

長浜市長         

 

長浜市保育士等修学資金返還猶予決定（却下）通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった長浜市修学資金の返還の猶予について、下記のと

おり決定しましたので、長浜市保育士等修学資金貸付条例施行規則第１６条第２項の規定

により、通知します。 

記 

１ 返還を猶予します。 

貸付番号  

返還猶予金額  

返還猶予期間 年  月  日から    年  月  日まで 

 

２ 返還の猶予を却下します。 

理由 
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様式第１８条（第１７条関係） 

長浜市保育士等修学資金返還免除申請書 

 

年  月  日  

   長浜市長 あて 

借受人 住所                 

氏名             印   

電話番号               

連帯保証人 住所                 

氏名             印   

 

長浜市保育士等修学資金の返還の免除を受けたいので、長浜市保育士等修学資金貸付条

例施行規則第１７条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

貸付番号 第   号 

借用金額          円 

返還免除事由  

勤務先名称  業務従事期間  
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様式第１９号（第１７条関係） 

第     号  

年  月  日  

        様 

長浜市長         

 

長浜市保育士等修学資金（一部）返還免除決定（却下）通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった長浜市修学資金の返還の免除について、下記のと

おり決定しましたので、長浜市保育士等修学資金貸付条例施行規則第１７条第２項の規定

により、通知します。 

記 

１ 返還を免除します。 

貸付番号  

返還免除金額  

 

２ 返還の免除を却下します。 

理由 
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長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市保育士等修学資金貸付者の選考に関する基準要綱の制定について 

 

第１ 制定・改廃理由 

 令和８年４月１日からの保育士等修学資金貸付制度の実施に当たり、予算を超える額の

申込みがあった際の貸付採用者を決定するための基準を定めるもの。 

 

 

第２ 要点 

 以下の選考基準により貸付採用者を決定する。 

 (1) 高校卒業時又は申込年１月１日の住所：長浜市在住者を優先 

(2) 卒業までの月数：短い者を優先 

(3) 世帯年収：少ない者を優先 

(4) 貸付希望総額：少額の者を優先 

(5) くじによる決定 

 

 

第３ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行する。 

協議・報告④　幼児課
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長浜市保育士等修学資金貸付対象者の選考に関する基準要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、長浜市保育士等修学資金貸付条例（令和８年長浜市条例第12号。以

下「条例」という。）第６条第３項に定める修学資金の貸付けを行う者の順序を決定す

るための基準（以下「選考基準」という。）について定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

（選考基準） 

第３条 選考基準は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 高校卒業時点又は条例第６条第１項の貸付申請を行った日の属する年の１月１日時

点において市内に居住している者に対しては、同時点において市外に居住している者

に優先して貸付けを行う。 

(2) 前号の規定により貸付けを行う者が定まらないときは、修学資金の貸付けを希望す

る最初の月から卒業までの月数が短い者に対して、優先して貸付けを行う。 

(3) 前号の規定により貸付けを行う者が定まらないときは、世帯年収（貸付対象者の父

母（父母がいない場合は、生計中心者）の年収の合算をいう。）の少ない者に対して、

優先して貸付けを行う。 

(4) 前号の規定により貸付けを行う者が定まらないときは、貸付けを希望する金額の総

額が少ない者に対して、優先して貸付けを行う。 

(5) 前号の規定により貸付けを行う者が定まらないときは、くじにより貸付けを行う者

を決定する。 

（その他） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市民間認可保育所及び認定こども園物価高騰対策事業補助金（エネル

ギー価格高騰分）交付要綱の一部改正について 

 

第１ 制定・改廃理由 

 昨年度に引き続き民間認可保育所及び認定こども園物価高騰対策事業補助金（エネルギ

ー価格高騰分）を交付するに当たり、補助金額を改定し、本要綱の失効日を１年延長する

もの。 

 

 

第２ 要点 

 (1) 補助金額を改定し、令和６年度の光熱水費に０．１３を乗じた額（１，０００円未

満切り捨て）とする。 

(2) 本要綱の失効日を令和９年３月３１日に改める。 

 

 

第３ 施行期日 

 要点(1)については令和８年４月１日、要点(2)については令和８年３月３１日から施行

する。 

協議・報告⑤　幼児課
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( 1/3 ) 

長浜市民間認可保育所及び認定こども園物価高騰対策事業補助金（エネルギー価格高騰分）交付要綱

の一部改正 

新旧対照表 

新 旧 

（補助金額） （補助金額） 

第４条 補助金の額は、令和６年１月１日から同年１２月３

１日までの期間に始期がある事業年度（以下「令和６年

度」という。）の光熱水費に０．１３を乗じた額とする。 

第４条 補助金の額は、次に掲げる額のいずれか低い額とす

る。 

(1)～(2) 削除 (1) 令和６年１月１日から同年１２月３１日までの期間に

始期がある事業年度（以下「令和６年度」という。）の

光熱水費から、令和５年１月１日から同年１２月３１日

までの期間に始期がある事業年度（以下「令和５年度」

という。）の光熱水費を減じた額。ただし、零を下回る

場合は零とする。 

 (2) 令和６年度の光熱水費に１０分の１を乗じた額 

（交付申請） （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、長浜市民間

保育所及び認定こども園物価高騰対策事業費補助金（エ

ネルギー価格高騰分）交付申請書兼請求書（様式第１

号）に、令和６年度の収支決算書を添えて、市長に提出

しなければならない。 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、令和７年１１

月１日までに、長浜市民間保育所及び認定こども園物価高

騰対策事業費補助金（エネルギー価格高騰分）交付申請書

兼請求書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 

(1)～(3) （削除） (1) 令和６年度の収支決算書 

(2) 令和５年度の収支決算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（削除） ２ 市長は、前項の規定による申請があった場合はその内容

を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとす

る。 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

（告示の失効） （告示の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失

う。ただし、第７条の規定は、同日後もなおその効力を有

する。 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失

う。ただし、第７条の規定は、同日後も、なおその効力を

有する。 
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( 2/3 ) 

新 旧 
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( 3/3 ) 

新 旧 
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長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市民間認可保育所及び認定こども園物価高騰対策事業補助金（給食材

料費高騰分）交付要綱の一部改正について 

 

第１ 制定・改廃理由 

 昨年度に引き続き民間認可保育所及び認定こども園物価高騰対策事業補助金（給食材料

費高騰分）を交付するに当たり、補助単価を改定し、本要綱の失効日を１年延長するもの。 

 

 

第２ 要点 

 (1) 補助単価を改定し、３歳児未満については月額単価７６０円、３歳児以上は月額単

価３６０円とする。 

(2) 本要綱の失効日を令和９年３月３１日に改める。 

 

 

第３ 施行期日 

 要点(1)については令和８年４月１日、要点(2)については令和８年３月３１日から施行

する。 

協議・報告⑥　幼児課
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( 1/3 ) 

長浜市民間認可保育所及び認定こども園物価高騰対策事業補助金（給食材料費高騰分）交付要綱の一

部改正 

新旧対照表 

新 旧 

（補助金の額等） （補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、次に掲げる児童１人当たりの単価

に、令和８年４月以後の各月初日の在籍児童数を乗じた額

の合計額とする。 

第４条 補助金の額は、次に掲げる児童１人当たりの単価

に、令和７年４月以後の各月初日の在籍児童数を乗じた額

の合計額とする。 

(1) ０歳児、１歳児及び２歳児クラスに所属する児童 ７

６０円 

(1) ０歳児、１歳児及び２歳児クラスに所属する児童 ４

３０円 

(2) ３歳児、４歳児及び５歳児クラスに所属する児童 ３

６０円 

(2) ３歳児、４歳児及び５歳児クラスに所属する児童 ３

０円 

（削除） ２ 前項の規定にかかわらず、令和７年度の在籍児童１人

に係る給食費（長浜市民間認可保育所及び認定こども園

副食費補助金交付要綱（令和元年長浜市告示第282号）

による減免前の給食費をいう。以下この項において同

じ。）について、令和６年度の在籍児童１人に係る給食

費から月額４３０円以上の増額をしている場合は、当該

増額した給食費に係る児童は補助金の額の算定に係る在

籍児童数に含めない。 

（交付申請） （交付申請） 

第５条 規則第４条第１項第４号に規定する市長が必要と

認める書類は、長浜市民間認可保育所及び認定こども園

物価高騰対策事業（給食材料費高騰分）実施計画書（様

式第１号）とする。 

第５条 規則第４条第１項に規定する市長が定める日は、令

和７年１１月１日とする。 

（削除） ２ 規則第４条第１項第４号に規定する市長が必要と認め

る書類は、長浜市民間認可保育所及び認定こども園物価

高騰対策事業（給食材料費高騰分）実施計画書（様式第

１号）とする。 

（削除） （決定の変更申請等） 

 第６条 補助金の実績額が交付決定額を下回る場合は、規

則第８条の規定による交付決定の変更申請を省略し、実

績報告をもってこれに代えることができる。 

第６条 第７条 

第７条 第８条 

第８条 第９条 

第９条 第１０条 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

（告示の失効） （告示の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失

う。ただし、第９条の規定は、同日後もなおその効力を有

する。 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失

う。ただし、第９条の規定は、同日後もなおその効力を有

する。 
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( 2/3 ) 

新 旧 
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( 3/3 ) 

新 旧 
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長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市立保育所等延長保育事業実施要綱の一部改正について 

 

第１ 制定・改廃理由 

申込保護者へ早期に利用決定（承諾）を通知し、円滑に事務を進めるため、本要綱の一

部を改正するもの。 

 

 

第２ 要点 

利用の可否決定を各園で行い、速やかに保護者へ通知することとする。 

 

 

第３ 施行期日 

令和８年４月１日から施行する。 

協議・報告⑦　幼児課
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( 1/2 ) 

長浜市立保育所等延長保育事業実施要綱の一部改正 

新旧対照表 

新 旧 

（利用申込み等） （利用申込み等） 

第５条 延長保育事業を利用しようとする児童の保護者は、

利用を希望する日の属する月の前月の20日までに長浜市立

保育所延長保育事業利用申込書兼利用承諾（不承諾）通知

書（別記様式）を利用施設を通して、市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、利用時間

の30分前までに利用施設に申し出るものとする。 

第５条 延長保育事業を利用しようとする児童の保護者は、

利用を希望する日の属する月の前月の20日までに長浜市立

保育所等延長保育事業利用申込書（様式第１号）を利用施

設を通して、市長に提出しなければならない。ただし、緊

急やむを得ない場合は、利用時間の30分前までに利用施設

に申し出るものとする。 

２ 市長は、前項の申込みを受けたときは、利用の可否を決

定し、長浜市立保育所延長保育事業利用申込書兼利用承諾

（不承諾）通知書（別記様式）により、当該保護者に通知

するものとする。 

２ 市長は、前項の申込みを受けたときは、利用の可否を決

定し、長浜市立保育所等延長保育事業利用承諾（不承諾）

決定通知書（様式第２号）により、当該保護者に通知する

ものとする。 

３ （略） 

 

３ （略） 

 

附 則 附 則 

（施行期日） ＿＿＿＿＿＿ 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（経過措置） ＿＿＿＿＿＿ 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の長浜市

立保育所等延長保育事業実施要綱に定める様式（次項にお

いて「旧様式」という。）により使用されている書類は、

この要綱による改正後の長浜市立保育所等延長保育事業実

施要綱によるものとみなす。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙について

は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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( 2/2 ) 

新 旧 

別記様式（第５条関係） 様式第１号（第５条関係） 

 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 様式第２号（第５条関係） 
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長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市保育所規則の一部改正について 

 

第１ 制定・改廃理由 

 保育所の運営に関する国の基準が改定され、満年齢３歳未満の児童に対する検尿の実施

が必須でなくなったことを受け、同基準に準じて検尿の実施を規定している本規則の一部

改正を行うもの。 

 

 

第２ 要点 

検尿を年１回以上実施する入所児童を２歳児クラス以上とする。 

※ ０・１歳児クラスの入所児童には検尿を実施しない。なお、２歳児クラスには満年齢２歳と３

歳の入所児童が混在するが、クラス単位で実施対象とした。 

 

 

第３ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行する。 

協議・報告⑧　幼児課
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( 1/1 ) 

長浜市保育所規則の一部改正 

新旧対照表 

新 旧 

（健康管理） （健康管理） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 前項に掲げるもののほか、２歳児クラス以上に在籍する

入所児童には、検尿を年１回以上実施するものとする。 

２ 前項に掲げるもののほか、検尿を年１回以上実施するも

のとする。 

３・４ （略） 

 

３・４ （略） 
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長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市民間認可保育所及び認定こども園運営補助金交付要綱の一部改正に

ついて 

 

 

第１ 制定・改廃理由 

本要綱別表（第３条関係）の事業種別「低年齢児保育保育士等特別配置事業費補助」、

「医療的ケア児保育支援事業」については、これまで年度当初の４月１日に交付決定を行

い、その後、例年 10 月頃に補助要件及び補助基準額のもととなる県要綱の改正通知が発

出されていた。これにより当初計画及び予算に変更が必要となり、私立園にも負担が生じ

ていたため、その改善を図るもの。 

 

 

第２ 要点 

上記２事業については、交付申請を市長が別に定める日までに行う場合に限り、当該交

付申請前（事業実施年度の４月１日を限度とする。）に実施していた事業を、補助対象事

業として取り扱うことができるものとした。 

 

 

第３ 施行期日 

令和８年４月１日から施行する。 

協議・報告⑨　幼児課
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( 1/18 ) 

長浜市民間認可保育所及び認定こども園運営補助金交付要綱の一部改正 

新旧対照表 

新 旧 

（交付申請） （交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、規則第４条に規定する補助金等交付申請書

に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならな

い。 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条に

規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、

市長に提出しなければならない。 

(１)～(４) （略） 

 

(１)～(４) （略） 

 

（補助対象事業の特例） （決定の変更申請等） 

第４条の２ 次に掲げる補助対象事業については、前条の規

定による交付申請を市長が別に定める日までに行う場合に

限り、当該交付申請前（事業実施年度の４月１日を限度と

する。）に実施していた事業（補助対象事業の要件を満た

す事業に限る。）についても、補助対象事業として取り扱

うことができるものとする。 

第４条の２ 補助対象経費の実績額が交付決定額を下回る場

合は、規則第８条の規定による交付決定の変更申請を省略

し、実績報告をもってこれに代えることができる。 

(１) 低年齢児保育保育士等特別配置事業費補助 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(２) 医療的ケア児保育支援事業 

 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

事業

種別 

補助対象

事業 

補助対象経

費 

補助要件及び補助基準

額 

(１) 

運

営

費

補

助 

民間認可

保育所及

び認定こ

ども園運

営費 

民間認可保

育所及び認

定こども園

（以下この

表において

「 保 育 所

等 」 と い

う。）の健

全な運営と

児童の保育

内容の充実

及び職員の

資質の向上

を図るため

の 経 費 等

（ただし、

他の機関及

び団体の助

成対象経費

を除く。） 

毎月初日の在籍児童１

人当たり3,500円以内

で予算で定める額とす

る。 

（略） 

事業

種別 

補助対象

事業 

補助対象経

費 

補助要件及び補助基準

額 

(１) 

運

営

費

補

助 

民間認可

保育所及

び認定こ

ども園運

営費 

民間認可保

育所及び認

定こども園

の健全な運

営と児童の

保育内容の

充実及び職

員の資質の

向上をはか

るための経

費等（ただ

し、他の機

関及び団体

の助成対象

経 費 を 除

く。） 

毎月初日の在籍児童１

人当たり3,500円以内

で予算で定める額とす

る。 

（略） 

(３) 

し

ょ

う

しょうが

い児が入

所する民

間認可保

しょうがい

児保育推進

事業の実施

に要する経

(１) 補助要件 

① しょうがい児 

本事業の対象となるし

ょうがい児は、保育に
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(３) 

し

ょ

う

が

い

児

保

育

推

進

事

業

費

補

助 

しょうが

い児が入

所する保

育所等に

おける次

に掲げる

事業 

(１) 保

育所等職

員の資質

向上 

(２) 保

護者や関

係機関等

との連携

協力 

(３) し

ょうがい

児保育の

展開に係

る保育所

等内外で

の調整等

のための

中核的職

員の配置 

(４) そ

の他しょ

うがい児

保育の円

滑な推進 

しょうがい

児保育推進

事業の実施

に要する経

費 

(１) 補助要件 

① しょうがい児 

本事業の対象となるし

ょうがい児は、保育に

欠けるしょうがい児で

あって、集団保育が可

能で日々通所でき、か

つ、次のアからエのい

ずれかに該当するもの

であって、保育所等に

おける特別な支援を必

要とする児童であると

市が認めたものである

こと（ただし、子ど

も・子育て支援法（平

成24年法律第65号）第

19条第２号及び第３号

に掲げる児童に限

る。）。 

ア 特別児童扶養手当

等の支給に関する法律

（昭和39年法律第134

号）に基づく特別児童

扶養手当の支給対象し

ょうがい児（所得によ

り手当の支給を停止さ

れている場合を含

む。） 

イ 身体障害者福祉法

（昭和24年法律第283

号）第15条第４項の規

定に基づき、身体障害

者手帳の交付を受けて

いる児童 

ウ 療育手帳制度につ

いて（昭和48年９月27

日厚生省発児第156号

通知）に基づき、療育

手帳の交付を受けてい

る児童 

エ その他、医療機関

等においてしょうがい

を有すると認められた

児童 

② 職員の配置 

本事業の対象となる保

育所等は、滋賀県児童

が

い

児

保

育

推

進

事

業

費

補

助 

育所及び

認定こど

も園（以

下この項

において

「保育所

等」とい

う。）に

おける次

に掲げる

事業 

(１) 保

育所等職

員の資質

向上 

(２) 保

護者や関

係機関等

との連携

協力 

(３) し

ょうがい

児保育の

展開に係

る保育所

等内外で

の調整等

のための

中核的職

員の配置 

(４) そ

の他しょ

うがい児

保育の円

滑な推進 

費 欠けるしょうがい児で

あって、集団保育が可

能で日々通所でき、か

つ、次のアからエのい

ずれかに該当するもの

であって、保育所等に

おける特別な支援を必

要とする児童であると

市が認めたものである

こと（ただし、子ど

も・子育て支援法（平

成24年法律第65号）第

19条第２号及び第３号

に掲げる児童に限

る。）。 

ア 特別児童扶養手当

等の支給に関する法律

（昭和39年法律第134

号）に基づく特別児童

扶養手当の支給対象し

ょうがい児（所得によ

り手当の支給を停止さ

れている場合を含

む。） 

イ 身体障害者福祉法

（昭和24年法律第283

号）第15条第４項の規

定に基づき、身体障害

者手帳の交付を受けて

いる児童 

ウ 療育手帳制度につ

いて（昭和48年９月27

日厚生省発児第156号

通知）に基づき、療育

手帳の交付を受けてい

る児童 

エ その他、医療機関

等においてしょうがい

を有すると認められた

児童 

② 職員の配置 

本事業の対象となる保

育所等は、滋賀県児童

福祉法に基づく児童福

祉施設の設備および運

営に関する基準を定め

る条例（平成24年滋賀
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福祉法に基づく児童福

祉施設の設備および運

営に関する基準を定め

る条例（平成24年滋賀

県条例第64号）、滋賀

県就学前の子どもに関

する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関

する法律に基づく幼保

連携型認定こども園の

設備および運営に関す

る基準を定める条例

（平成26年滋賀県条例

第72号）に規定する保

育士のほか、しょうが

い児の保育を展開する

専任の保育士、保健

師、看護師又は准看護

師を配置しているこ

と。 

(２) 補助基準額 

１保育所等当たりの補

助基準額は、事業年度

の４月１日現在におい

て、当該保育所等が受

け入れるしょうがい児

数により次の年額を限

度とし、予算で定める

額とする。 

しょうがい児数 補助

基準額 

ア  １ ～ ３ 人 

900,000円 

イ  ４ ～ ６ 人 

2,250,000円 

ウ  ７ ～ ９ 人 

3,600,000円 

エ  10 人 以 上 

4,950,000円 

(４) 

一

時

預

か

り

事

 滋賀県

地 域 子

育 て 支

援 事 業

の 実 施

に つ い

て （ 平

一時預かり

事業の実施

に要する経

費 

滋賀県地域子育て支援

事業費補助金交付要綱

（平成30年８月10日付

け滋子青第2099号滋賀

県健康医療福祉部長通

知別紙。以下「県地域

子育て支援事業費補助

県条例第64号）、滋賀

県就学前の子どもに関

する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関

する法律に基づく幼保

連携型認定こども園の

設備および運営に関す

る基準を定める条例

（平成26年滋賀県条例

第72号）に規定する保

育士のほか、しょうが

い児の保育を展開する

専任の保育士、保健

師、看護師又は准看護

師を配置しているこ

と。 

(２) 補助基準額 

１保育所等当たりの補

助基準額は、事業年度

の４月１日現在におい

て、当該保育所等が受

け入れるしょうがい児

数により次の年額を限

度とし、予算で定める

額とする。 

しょうがい児数 補助

基準額 

ア  １ ～ ３ 人 

900,000円 

イ  ４ ～ ６ 人 

2,250,000円 

ウ  ７ ～ ９ 人 

3,600,000円 

エ  10 人 以 上 

4,950,000円 

(４) 

一

時

預

か

り

事

業

費

補

助 

（ ア ） 

滋 賀 県

地 域 子

育 て 支

援 事 業

の 実 施

に つ い

て （ 平

成 30 年

８ 月 13

日 付 け

一時預かり

事業の実施

に要する経

費 

滋賀県地域子育て支援

事業費補助金交付要綱

（平成30年８月10日付

け滋子青第2099号滋賀

県健康医療福祉部長通

知別紙。以下「県地域

子育て支援事業費補助

金交付要綱」とい

う。）に定める補助基

準額を限度とし、予算

で定める額とする。 
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業

費

補

助 

成 30 年

８ 月 13

日 付 け

滋 子 青

第 2100

号 滋 賀

県 健 康

医 療 福

祉 部 長

通 知 。

以 下

「 県 地

域 子 育

て 支 援

事 業 実

施 通

知 」 と

い

う 。 ）

の 別 紙

11 「 一

時 預 か

り 事 業

実 施 要

綱 」 に

基 づ き

保 育 所

等 が 実

施 す る

事業 

金交付要綱」とい

う。）に定める補助基

準額を限度とし、予算

で定める額とする。 

(５) 

延

長

保

育

事

業

費

補

助 

 県地域

子 育 て

支 援 事

業 実 施

通 知 の

別 紙 ２

「 延 長

保 育 事

業 実 施

要 綱 」

に 基 づ

き 保 育

所 等 が

実 施 す

る事業 

延長保育事

業の実施に

要する経費 

県地域子育て支援事業

費補助金交付要綱に定

める補助基準額を限度

とし、予算で定める額

とする。 

(６) 保育所等 週休２日制 次により算定する額を

滋 子 青

第 2100

号 滋 賀

県 健 康

医 療 福

祉 部 長

通 知 。

以 下

「 県 地

域 子 育

て 支 援

事 業 実

施 通

知 」 と

い

う 。 ）

の 別 紙

11 「 一

時 預 か

り 事 業

実 施 要

綱 」 に

基 づ き

民 間 認

可 保 育

所 及 び

認 定 こ

ど も 園

が 実 施

す る 事

業 

（ イ ） 

子 ど

も ・ 子

育 て 支

援 交 付

金 の 交

付 に つ

い て

（ 平 成

28 年 ７

月 20 日

付 け 府

子 本 第

474号内

閣 総 理

新型コロナ

ウイルスの

感染拡大防

止を図る事

業を実施す

るために必

要な経費 

１施設当たり500,000

円以内（令和元年度の

実支出額との合計）

（(５)の（イ）に規定

する事業の実支出額と

の合計額） 
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長

浜

市

週

休

加

配

保

育

士

設

置

事

業

補

助 

が週休加

配保育士

を専任設

置する事

業 

実施のため

に加配設置

された保育

士の人件費 

限度とし、予算で定め

る額とする。ただし、

実支出額が補助基準額

に満たない場合は実支

出額とする。 

(１) 補助対象保育所

の定員規模別により１

保育所につき次の年額

を限度とする。ただ

し、期間が12月に満た

ない場合は、年額を12

で除して得た金額を１

月分として算定する。

この場合において、加

配配置日数が１月未満

の場合は当該配置月の

保育日数の１／２以上

の配置日数をもって１

月分とする。 

利用定員 補助基準額 

ア  60 人 以 下 

1,036,000円 

イ 61～120人以下 

2,225,000円 

ウ  121 人 以 上 

3,261,000円 

(２) 補助要件 

補助の対象となる職員

は、児童福祉施設最低

基準（昭和23年12月29

日厚令63）第33条第２

項に規定する保育士及

び休憩保育士、その他

事業の加配保育士のほ

かに当該事業実施のた

めの保育士として配置

された保育士であるこ

と。 

(７) 

病

児

保

育

事

業

補

県地域子

育て支援

事業実施

通知の別

紙 12「病

児保育事

業実施要

綱」に基

病児保育事

業の実施に

要する経費 

県地域子育て支援事業

費補助金交付要綱に定

める補助基準額を限度

とし、予算で定める額

とする。 

大 臣 通

知 ） の

別 紙 に

規 定 す

る 子 ど

も ・ 子

育 て 支

援 交 付

金 交 付

要 綱 に

基 づ き

実 施 す

る 事 業

（ 同 要

綱 別 紙

に 一 時

預 か り

事 業

（ 特 例

措 置

分 ） と

し て 規

定 す る

新 型 コ

ロ ナ ウ

ィ ル ス

の 感 染

拡 大 防

止 を 図

る 事 業

に 限

る。） 

(５) 

延

長

保

育

事

業

費

補

助 

（ ア ） 

県 地 域

子 育 て

支 援 事

業 実 施

通 知 の

別 紙 ２

「 延 長

保 育 事

業 実 施

要 綱 」

に 基 づ

き 民 間

認 可 保

延長保育事

業の実施に

要する経費 

県地域子育て支援事業

費補助金交付要綱に定

める補助基準額を限度

とし、予算で定める額

とする。 
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助 づき保育

所等が実

施する事

業 

(８)

医

療

的

ケ

ア

児

保

育

支

援

事

業 

県通知の

別添４に

規定する

医療的ケ

ア児保育

支援事業

実施要綱

に基づき

実施する

事業 

医療的ケア

児保育支援

事業を実施

するために

必要な経費 

県補助金交付要綱に定

める補助基準額を限度

とし、予算で定める額

とする。 

 

育 所 及

び 認 定

こ ど も

園 が 実

施 す る

事業 

（ イ ） 

子 ど

も ・ 子

育 て 支

援 交 付

金 の 交

付 に つ

い て

（ 平 成

28 年 ７

月 20 日

付 け 府

子 本 第

474号内

閣 総 理

大 臣 通

知 ） の

別 紙 に

規 定 す

る 子 ど

も ・ 子

育 て 支

援 交 付

金 交 付

要 綱 に

基 づ き

実 施 す

る 事 業

（ 同 要

綱 別 紙

に 延 長

保 育 事

業 （ 特

例 措 置

分 ） と

し て 規

定 す る

新 型 コ

ロ ナ ウ

ィ ル ス

新型コロナ

ウイルスの

感染拡大防

止を図る事

業を実施す

るために必

要な経費 

１施設当たり500,000

円以内（令和元年度の

実支出額との合計）

（(４)の（イ）に規定

する事業の実支出額と

の合計額） 
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の 感 染

拡 大 防

止 を 図

る 事 業

に 限

る。） 

(６) 

長

浜

市

週

休

加

配

保

育

士

設

置

事

業

補

助 

民間認可

保育所及

び認定こ

ども園が

週休加配

保育士を

専任設置

する事業 

週休２日制

実施のため

に加配設置

された保育

士の人件費 

次により算定する額を

限度とし、予算で定め

る額とする。ただし、

実支出額が補助基準額

に満たない場合は実支

出額とする。 

(１) 補助対象保育所

の定員規模別により１

保育所につき次の年額

を限度とする。ただ

し、期間が12月に満た

ない場合は、年額を12

で除して得た金額を１

月分として算定する。

この場合において、加

配配置日数が１月未満

の場合は当該配置月の

保育日数の１／２以上

の配置日数をもって１

月分とする。 

利用定員 補助基準額 

ア  60 人 以 下 

1,036,000円 

イ 61～120人以下 

2,225,000円 

ウ  121 人 以 上 

3,261,000円 

(２) 補助要件 

補助の対象となる職員

は、児童福祉施設最低

基準（昭和23年12月29

日厚令63）第33条第２

項に規定する保育士及

び休憩保育士、その他

事業の加配保育士のほ

かに当該事業実施のた

めの保育士として配置

された保育士であるこ

と。 

(７) 県地域子 病児保育事 県地域子育て支援事業
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病

児

保

育

事

業

補

助 

育て支援

事業実施

通知の別

紙 12「病

児保育事

業実施要

綱」に基

づき民間

認可保育

所及び認

定こども

園が実施

する事業 

業の実施に

要する経費 

費補助金交付要綱に定

める補助基準額を限度

とし、予算で定める額

とする。 

(８) 

常

勤

看

護

師

等

配

置

事

業

補

助 

民間認可

保育所及

び認定こ

ど も 園

で、市の

設置する

特別支援

児に関す

る機関に

おいて、

看護師の

支援が必

要と認定

され、乳

幼児を受

け入れる

こととな

った施設

に お い

て、常勤

看護師等

を専任配

置する事

業 

看護師、保

健師等を専

任するため

の人件費 

次に定める額を限度と

し、予算で定める額と

する。ただし、事業期

間が12月に満たない場

合は、補助基準額を12

で除して得た金額に実

施月数を乗じて得た額

を補助基準額とする

（千円未満切捨て）。

この場合において、配

置日数が１月未満の場

合は、当該配置月の２

分の１以上の配置日数

をもって１月分とす

る。 

(１) 補助金の額 

① 補助対象経費が補

助基準額2,815,000円

未満である場合、当該

補助対象経費の額に３

分の２を乗じて得た額 

② 補助対象経費が補

助基準額2,815,000円

以上である場合、補助

基準額に３分の２を乗

じて得た額 

(２) 補助要件 

この補助金の対象とな

る職員は、その他事業

の加配職員のほかに当

該事業実施のために配

置された常勤職員で、

対象児童の看護を専任
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( 9/18 ) 

新 旧 

とし、看護師資格（保

健師等の場合は保健師

資格等）を有する者と

する。 

(９) 

保

育

環

境

改

善

等

事

業 

（ ア ） 

県通知の

別添７に

規定する

保育環境

改善等事

業実施要

綱に基づ

き実施す

る事業 

保育改善等

事業を実施

するために

必要な経費 

県補助金交付要綱に定

める補助基準額を限度

とし、予算で定める額

とする。 

（ イ ） 

認可保育

所等設置

支援事業

の実施に

つ い て

（平成 29

年３月 31

日付け雇

児 発 0331

第 30号厚

生労働省

雇 用 均

等・児童

家庭局長

通知）の

別添５に

規定する

保育環境

改善等事

業実施要

綱に基づ

き実施す

る 事 業

（同要綱

３の(２)

の⑧に規

定する事

業 に 限

る。） 

環境改善事

業（新型コ

ロナウイル

ス感染症対

策支援事業

に限る。）

を実施する

ために必要

な経費 

１施設当たり 

(１) 定員19人以下 

300,000円以内 

(２) 定員20人以上59

人以下 

400,000円以内 

(３) 定員60人以上 

500,000円以内 

(10) 保育所等 保育所等業 令和５年度（令和４年
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( 10/18 ) 

新 旧 

保

育

所

等

に

お

け

る

業

務

効

率

化

推

進

事

業 

業務効率

化推進事

業（保育

所等にお

けるＩＣ

Ｔ化推進

等事業）

（令和４

年度第２

次補正予

算分）の

実施につ

いて（令

和５年２

月 10日子

発 0210 第

６号厚生

労働省子

ども家庭

局 長 通

知）の別

紙「保育

所等業務

効率化推

進 事 業

（保育所

等におけ

るＩＣＴ

化推進等

事 業 ）

（令和４

年度第２

次補正予

算分）実

施要綱」

に基づき

実施する

事業 

務効率化推

進事業（保

育所等にお

けるＩＣＴ

化推進等事

業）を実施

するために

必要なシス

テムの導入

費用、リー

ス料、工事

費、備品購

入費等 

度からの繰越分）保育

対策総合支援事業費補

助金（保育所等改修費

等支援事業等（令和４

年度第２次補正予算

分）分）の国庫補助に

ついて（令和５年７月

14日こ成事第356号こ

ども家庭庁長官通知）

の別紙「令和５年度

（令和４年度からの繰

越分）保育対策総合支

援事業費補助金（保育

所等改修費等支援事業

等（令和４年度第２次

補正予算分）分）交付

要綱」別表に定める基

準額に４分の３（嵩上

げ対象となる場合は５

分の４）を乗じて得た

額を限度とし、予算で

定める額とする。 

(11) 

保

育

士

・

幼

稚

園

保育士・

幼稚園教

諭等処遇

改善臨時

特例事業

の実施に

つ い て

（令和３

保育士・幼

稚園教諭等

処遇改善臨

時特例事業

を実施する

ために必要

な経費 

令和４年度（令和３年

度からの繰越分）保育

士等処遇改善臨時特例

交付金の交付について

（令和４年４月19日府

子本第581号内閣総理

大臣通知）の令和４年

度（令和３年度からの
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( 11/18 ) 

新 旧 

教

諭

等

処

遇

改

善

臨

時

特

例

事

業 

年 12月 23

日府子本

第 1203 号

内閣府子

ども・子

育て本部

統括官通

知）の保

育士・幼

稚園教諭

等処遇改

善臨時特

例事業実

施要綱に

基づき実

施する事

業 

繰越分）保育士等処遇

改善臨時特例交付金交

付要綱別表に定める基

準額を限度とし、予算

で定める額とする。 

(12) 

原

油

価

格

・

物

価

高

騰

負

担

軽

減

臨

時

特

例

事

業 

民間認可

保育所及

び認定こ

ども園運

営費 

保育所等の

施設燃料費 

(１) 補助金算定方法

は、次のとおりとす

る。 

交付基準額×補助率 

(２) 交付基準額は、

次のとおり算定する。 

（（令和５年１月から

令和５年12月までの施

設燃料費（以下「補助

対 象 経 費 」 と い

う。））－（令和３年

１月から令和３年12月

までの施設燃料費（以

下「補助金算定基礎

額」という。）））－

（特定教育・保育、特

別利用保育、特別利用

教育、特定地域型保

育、特別利用地域型保

育、特定利用地域型保

育及び特例保育に要す

る費用の額の算定に関

する基準等（平成27年

３月31日内閣府告示第

49号）に基づき算定し

た令和５年１月から令

和５年12月までの冷暖

房費加算額－令和３年

１月から令和３年12月
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( 12/18 ) 

新 旧 

までの冷暖房費加算

額） 

※各項において、その

差額が零を下回る場合

は、零として計算す

る。 

(３) 補助対象経費上

限額は、次のとおりと

する。 

補助金算定基礎額×

1.3 

(４) 補助率は次のと

おりとする。 

10／10 

(13) 

医

療

的

ケ

ア

児

保

育

支

援

事

業 

県通知の

別添４に

規定する

医療的ケ

ア児保育

支援事業

実施要綱

に基づき

実施する

事業 

医療的ケア

児保育支援

事業を実施

するために

必要な経費 

県補助金交付要綱に定

める補助基準額を限度

とし、予算で定める額

とする。 
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( 13/18 ) 

 

新 

様式第２号その１（第４条関係） 
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( 14/18 ) 

 

旧 

様式第２号その１（第４条関係） 
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( 15/18 ) 

 

新 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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( 16/18 ) 

 

旧 

様式第２号その７（第４条関係） 
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( 17/18 ) 

 

新 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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( 18/18 ) 

 

旧 

様式第４号その７（第６条関係） 
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長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則の制定について 

 

第１ 制定・改廃理由 

子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号。以下「法」という。）第５４条の２第

２項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認について、法、同法施行令（平成 26 年

政令第 213号）及び同法施行規則（平成 26年内閣府令第 44号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるもの。 

※ 特定乳児等通園支援事業者：具体的には「こども誰でも通園制度」を実施する園のこと。 

 

 

第２ 要点 

 (1) 確認申請、確認通知、変更申請、辞退届及び確認取消通知等の様式について定める。 

 (2) 確認に当たり、長浜市未来こども若者会議の意見を聴く。 

 

 

第３ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行する。 

協議・報告⑩　幼児課
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長浜市特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）

第５４条の２第２項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認について、法、子ど

も・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）及び子ども・子育て支援法施行規則

（平成26年内閣府令第44号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（確認の申請） 

第２条 法第５４条の２第２項の規定による確認の申請は、特定乳児等通園支援事業者確

認申請書（様式第１号）により行うものとする。 

（意見の聴取） 

第３条 市長は、法第５４条の２第２項の規定により利用定員を定めようとするときは、

長浜市未来こども若者会議の意見を聴かなければならない。 

（確認等の通知） 

第４条 市長は、第２条の申請に対し、利用定員を定めて確認したときは、特定乳児等通

園支援事業者確認（変更確認）通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとす

る。 

（確認の変更に係る申請等） 

第５条 法第５４条の３において準用する法第４４条に規定する確認の変更の申請は、特

定乳児等通園支援事業者確認変更申請書（利用定員の増加）（様式第３号）により行う

ものとする 

２ 法第５４条の３において準用する、法第４７条第１項に規定する変更の届出は特定乳

児等通園支援事業者確認変更届出書（利用定員の変更以外）（様式第４号）により、同

条第２項に規定する変更の届出は特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書（利用定員

の減少）（様式第５号）により行うものとする。 

３ 前条の規定は、第１項の確認の変更をしたときについて準用する。 

（辞退の届出） 

第６条 法第５４条の３において準用する法第４８条に規定する確認の辞退は、特定乳児

等通園支援事業者確認辞退届出書（様式第６号）により行うものとする。 

 （確認の取消し等の通知） 

第７条 市長は、法第５４条の３において準用する法第５２条第１項の規定により確認を

取り消し又は確認の効力を停止したときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消（停止）

通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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長浜市告示第２３２号 

 

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第５４条の２第１項の規定に基づき確認

した特定乳児等通園支援事業者について、同法第５４条の３において準用する同法第５３

条の規定により、同法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第４４条の２において準用す

る同規則第４４条の１号から４号までに掲げる事項を告示する。 

 

令和８年４月１日 

 

                            長浜市長 浅見 宣義 

 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 確認年月日 

長浜市 六荘認定こども園 長浜市勝町４９番地１ 令和８年３月９日 

長浜市 びわ認定こども園 長浜市八木浜町２６番地

１ 

令和８年３月９日 

長浜市 にしあざい認定こど

も園 

長浜市西浅井町塩津中２

０６６番地 

令和８年３月９日 

 

協議・報告⑪　幼児課
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長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市立認定こども園乳児等通園支援事業実施要綱の制定について 

 

第１ 制定・改廃理由 

令和８年度から実施する乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について、市立

認定こども園での実施に当たり、必要な事項を定めるもの。 

 

第２ 要点 

 (1) 利用対象者 

事業の利用日時点において、保育所、認定こども園、地域型保育事業及び企業主導

型保育施設に通っていない０歳６か月以上満３歳未満の乳幼児。 

 (2) 実施施設・開設時間 

名称 所在地 開設時間 

六荘認定こども園 勝町４９１番地 
午前９時から 

午後４時まで 
びわ認定こども園 八木浜町２６番地１ 

にしあざい認定こども園 西浅井町塩津中２０６６番地 

 (3) 利用時間 

乳幼児１人当たり月１０時間まで 

 (4) 利用料金 

利用者の属する世帯の階層区分 １時間当たりの利用料 

長浜市保育料徴収規則別表のＡ階層に属する世帯 ０円 

別表のＢ階層又はＣ階層に属する世帯 １００円 

別表のＤ階層に属する世帯 ３００円 

 

第３ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行する。 

 

協議・報告⑫　幼児課
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長浜市立認定こども園乳児等通園支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３第２３項の規定に基

づく乳児等通園支援事業（以下「事業」という。）の実施に当たり、必要な事項を定め

るものとする。 

（実施施設・開設時間等） 

第２条 事業の実施施設及び開設時間は、別表第１に掲げるとおりとする。 

２ 事業を実施しない日は、次に定める日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、

これを変更し、又は臨時に実施しないことができる。 

 (1) 長浜市保育所規則（平成18年長浜市規則第79号）第３条に規定する保育所の休日 

 (2) 土曜日 

（実施基準等） 

第３条 事業は、長浜市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（令和８年長浜市条例第  号）に基づき実施するものとする。 

２ 事業の対象となる乳児及び幼児（以下「乳幼児」という。）対する処遇は、実施施設

に入園している乳幼児に対する処遇に準ずるものとする。 

（対象） 

第４条 事業の対象は、事業の利用日時点において、保育所、認定こども園、地域型保育

事業及び企業主導型保育施設に通っていない０歳６か月以上満３歳未満の乳幼児の保護

者とする。 

 （利用時間） 

第５条 事業を利用する者(以下「利用者」という。）は、乳幼児１人当たり月１０時間

を上限として事業を利用することができる。 

（利用申込） 

第６条 利用者は、事業を利用しようとするときは、事前に長浜市乳児等支援給付の認定

等に関する規則（令和８年長浜市規則第 号）第３条に定める長浜市乳児等支援支給認

定証（こども誰でも通園制度認定証）の交付を受けた上で、希望する実施施設に利用の

申込みをしなければならない。 

（費用負担） 

第７条 利用者は、その属する世帯の所得に応じた区分により、別表第２に定める利用料

を負担するものとする。ただし、事業の利用時に給食の提供を受けた場合は、当該給食

に係る実費相当額を利用料とは別に負担するものとする。 

２ 生活保護受給世帯については、生活保護開始月の翌月から利用料を徴収しない。また、

生活保護が廃止になった場合は、その月の翌月から利用料を徴収する。 

３ 市長は、利用者に対し、当該利用者が負担すべき利用料を長浜市立認定こども園乳児

等通園支援事業（こども誰でも通園制度）利用料決定通知書（別記様式）により通知す

るものとする。 

４ 市長は、利用者が負担すべき利用料に変更が生じたときは、当該利用者に対し、長浜

市立認定こども園乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）利用料決定通知書によ
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り通知するものとする。 

５ 利用者は、利用料及び提供を受けた給食に係る実費相当額を別に定める期限までに納

付しなければならない。 

（キャンセルの取扱い） 

第８条 キャンセル料は徴収しないものとする。ただし、利用者が事前に連絡をしないで

利用日程を変更し、又は利用を中止した場合は、当該変更又は中止した分については、

事業を利用したものとみなし、利用者が利用した時間に加えるものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

名称 所在地 開設時間 

長浜市立六荘認定こども園 長浜市勝町４９１番地 
午前９時から午後４時

まで 

長浜市立びわ認定こども園 長浜市八木浜町２６番地１ 
午前９時から午後４時

まで 

長浜市立にしあざい認定こども

園 

長浜市西浅井町塩津中２０

６６番地 

午前９時から午後４時

まで 

別表第２（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

備考 ４月から８月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税を基に、

９月から翌年３月までの月分の利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税を基

に決定するものとする。 

利用者の属する世帯の階層区分 
利用料 

（１時間当たり） 

長浜市保育料徴収規則（平成27年長浜市規則第37号）

別表（以下「別表」という。）のＡ階層に属する世帯 
０円 

別表のＢ階層又はＣ階層に属する世帯 １００円 

別表のＤ階層に属する世帯 ３００円 
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- 1 - 

 

特定教育・保育施設の利用定員の変更について 

 

１ 子ども・子育て支援新制度における利用定員設定について 

 子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」という。）においては、子ども・子育て支援法（以

下「法」という。）に基づき、施設型給付施設（保育所、幼稚園、認定こども園）について、各施

設の利用定員を定めた上で、運営基準等を満たしていることを市が確認することとされています。 

 また、利用定員の設定に際しては、法第３１条第２項等の規定により審議会その他の合議制の

機関（長浜市未来こども若者会議）の意見を聴取することとされており、利用定員の見直しが必

要な施設について、未来こども若者会議の意見を聴取することになっています。 

  つきましては、令和８年２月１８日に開催された未来こども若者会議において承認され、下記

のとおり利用定員を見直しましたので報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）認可定員と利用定員の違い 

認可定員 特定教育・保育施設の設置に当たり認可された定員 

利用定員 

法に基づく給付費（委託費）や地方交付税（公立）の算定の基礎となる定

員（利用定員が少ない方が単価が高い） 

※ 認定区分（１～３号認定）ごとに設定 

 

 

２ 利用定員の見直しが必要な施設と変更理由 

（１）対象施設 

市立幼稚園全８園、市立認定こども園の短時部全９園・長時部２園 

（２）変更理由 

１号認定（３～５歳児の教育標準時間）及びよご認定こども園・にしあざい認定こども園の２

号認定（３～５歳児の保育認定時間）の利用ニーズが減少し、利用児童数と利用定員に乖離があ

ることから、当該施設について実態に合わせて利用定員の減員を行うものです。 

（３）変更予定日 

令和８年４月１日 

施設型給付（特定教育・保育施設） 

幼稚園 教育標準時間認定 

（３～５歳児） 

認定こども園 保育認定・教育標準時間認定 

（０～５歳児） 

 

 

認可定員の 

範囲内で 

利用定員を 

設定 

保育所 保育認定 

（０～５歳児） 

協議・報告⑬　幼児課
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- 2 - 

 

教育・保育給付認定 

 

市立幼稚園に係る利用定員の変更について 

                      利用定員 ６２７－３８０＝２４７人減 

 

令和８年度 児童人数（R8.4.1現在 幼稚園：１号認定） 

 

認定区分 利用施設 

１号認定 
満３歳以上の小学校入学前のこどもで、２号認定のこども

以外 

幼稚園 

認定こども園（短時部） 

２号認定 

満３歳以上の小学校入学前のこどもで、保護者の労働また

は疾病その他の事由により、家庭において必要な保育を十

分に受けることができないこども 保育所 

認定こども園（長時部） 

３号認定 

満３歳未満のこどもで、保護者の労働または疾病その他の

事由により、家庭において必要な保育を十分に受けること

ができないこども 

施設名 

            利用定員（１号認定） 

      変更前       変更後 

３歳児 ４・５歳児 合 計 ３歳児 ４・５歳児 合 計 

長浜幼稚園 ２４人 ４５人 ６９人 １８人  ３２人  ５０人 

長浜北幼稚園  ３３人 ７２人 １０５人 １２人 ３０人  ４２人 

長浜西幼稚園  １７人  ４４人  ６１人  １３人  ２２人  ３５人 

わかば幼稚園  ２３人  ４０人  ６３人  １２人  ２０人  ３２人 

神照幼稚園  ３７人  ８０人 １１７人 ３４人 ５４人  ８８人 

南郷里幼稚園  ４０人  ７６人 １１６人  ３５人  ６３人  ９８人 

北郷里幼稚園（休園中）   ９人  １９人  ２８人   ０人   ０人   ０人 

湖北幼稚園  ２５人  ４３人  ６８人  １０人  ２５人  ３５人 

    合 計 ２０８人 ４１９人 ６２７人 １３４人 ２４６人 ３８０人 

施設名 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 

長浜幼稚園 １１人 ９人 １５人 ３５人 

長浜北幼稚園    ９人 ７人 １６人 ３２人 

長浜西幼稚園    ９人    ６人    ８人   ２３人 

わかば幼稚園    ７人    ２人    ９人   １８人 

神照幼稚園   ２７人   １５人 ２５人 ６７人 

南郷里幼稚園   ２３人   ２４人   １９人   ６６人 

北郷里幼稚園（休園中）    ０人    ０人    ０人    ０人 

湖北幼稚園    ５人    ４人   １０人   １９人 

合 計 ９１人 ６７人 １０２人 ２６０人 
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- 3 - 

 

市立認定こども園（短時部）に係る利用定員の変更について 

                      利用定員 ４９９－３２２＝１７７人減 

 

令和８年度 児童人数（R8.4.1現在 短時部：１号認定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 

            利用定員（１号認定） 

      変更前       変更後 

３歳児 ４・５歳児 合 計 ３歳児 ４・５歳児 合 計 

六荘認定こども園 ２０人 ４０人 ６０人 １６人  ２９人  ４５人 

あざい認定こども園  ３５人 ６５人 １００人 ２０人 ４５人  ６５人 

びわ認定こども園  １５人  ３５人  ５０人  １０人  ２０人  ３０人 

とらひめ認定こども園  １０人  ２４人  ３４人  １０人  ２０人  ３０人 

たかつき認定こども園  ４２人  ８２人 １２４人 ２３人 ４６人  ６９人 

きのもと認定こども園  １８人  ３８人  ５６人  １０人  ２０人  ３０人 

よご認定こども園   ５人  １０人  １５人   ５人  １０人  １５人 

にしあざい認定こども園  １０人  ２６人  ３６人   ７人  １３人  ２０人 

長浜南認定こども園   ８人  １６人  ２４人   ６人  １２人  １８人 

    合 計 １６３人 ３３６人 ４９９人 １０７人 ２１５人 ３２２人 

施設名 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 

六荘認定こども園 １０人 ８人 １２人 ３０人 

あざい認定こども園   １３人 ９人 １４人 ３６人 

びわ認定こども園    ５人    ６人    ６人   １７人 

とらひめ認定こども園    ３人    ７人    ４人   １４人 

たかつき認定こども園   １０人   １３人 １４人 ３７人 

きのもと認定こども園    １人    ０人    ４人    ５人 

よご認定こども園    １人    ２人    １人    ４人 

にしあざい認定こども園    ３人    １人    ４人    ８人 

長浜南認定こども園    ０人    ２人    ２人    ４人 

合 計 ４６人 ４８人 ６１人 １５５人 
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- 4 - 

 

市立認定こども園（長時部：２号認定）に係る利用定員の変更について 

利用定員 １１６－９２＝２４人減 

 

令和８年度 児童人数（R8.4.1現在 長時部：２号認定） 

 

 

                              全利用定員合計 ４４８人減 

 

施設名 

利用定員（２号認定） 

      変更前       変更後 

３歳児 ４・５歳児 合 計 ３歳児 ４・５歳児 合 計 

よご認定こども園 ２０人 ４０人 ６０人 １８人  ２７人  ４５人 

にしあざい認定こども園  １６人 ４０人 ５６人 １５人 ３２人  ４７人 

合 計  ３６人 ８０人 １１６人 ３３人 ５９人  ９２人 

施設名 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 

よご認定こども園 １１人   ８人 ５人 ２４人 

にしあざい認定こども園   ９人 ８人 １２人 ２９人 

合 計   ２０人 １６人 １７人 ５３人 
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